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第２次交通安全計画（平成１８年度～２２年度） 第３次交通安全計画（案）（平成２３年度～２７年度） 変更理由 

まえがき 
 
京丹後市交通安全対策会議では、市民の生命、身体及び財産を交通

事故から守るため、合併した平成１６年度に「第１次京丹後市交通安

全計画」を策定し                    、市民

の理解と協力を得ながら、京都府、関係機関・団体そして地域が一体

となり、様々な交通安全対策を講じてきた。 
その結果、平成１７年には交通事故死者数が合併前（平成１５年）

の８人から４人にまで減少するなど、着実な成果を上げてきたところ

である。 
しかしながら、交通事故発生件数及び負傷者数が依然として高止ま

り傾向にあるとともに、様々な対策を講じているにもかかわらず高齢

者の交通事故死傷者数が依然として減少していないなど、厳しい状況

にある。 
また、通学路を中心として中学生・高校生の自転車の並走・信号無

視など自転車利用ルールの遵守意識の低下やマナーの悪化などもな

ども生じている。 
こうした中で、近年、本市の交通事故発生件数は２９０件前後で推

移しているものの、今後は、道路環境整備に伴って市外からの流入自

動車数の増加等による「くるま社会」の一層の進展が予想されること

や、京丹後市内ではさらに高い割合の高齢化の進行に伴い、    

  今後一層高齢者が当事者となる交通事故  件数及び死傷者数

は増えていくことが予想される。 
このような観点から、当会議では、京都府交通安全対策会議が策定

した「第８次京都府交通安全計画」に基づき、          

                         京丹後市が

策定した「第１次京丹後市総合計画       」の実現のための

長期ビジョンである「災害に強く、快適で暮らしやすいうるおい安全

まえがき 

 

京丹後市交通安全対策会議では、市民の生命、身体及び財産を交通

事故から守るため、合併した平成１６年度に「第１次京丹後市交通安

全計画」を策定、また、平成１８年度には「第２次京丹後市交通安全

計画」を策定し、市民の理解と協力を得ながら、京都府、関係機関・

団体そして地域が一体となり、様々な交通安全対策を講じてきた。 

その結果、平成１３年から平成１７年の市内における交通事故発生

件数は１,３３６件、負傷者数１,７４８人、死者数２５人に対し、平

成１８年から平成２２年までの交通事故発生件数１,１５７件、負傷

者数１,４６７人、死者数３５人と交通事故発生件数や負傷者数は減

っているものの、死者数において１０人が増加しており、大変残念な

結果となった。                         

     

                               

                               

            

                              

         今後は、道路環境整備に伴い 市外からの流入自

動車数の増加等による「くるま社会」の一層の進展が予想されること

や、京丹後市内では更に      高齢化の進行に伴い、このまま

だと今後一層高齢者が当事者となる交通事故発生件数及び死傷者数

は増えていくことが予想される。 

このような観点から、当会議では、京都府交通安全対策会議が策定

した「第９次京都府交通安全計画」に基づき、市内における「第２次

京丹後市交通安全計画」の総括を踏まえた計画とし、また京丹後市が

策定した「第１次京丹後市総合計画・後期基本計画」の実現のための

長期ビジョンである「災害に強く、快適で暮らしやすいうるおい安全

 

 

 

 

市→計画の策定経過の追

記 

 

市→年経過の数値修正 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

市→交通事故の状況の分

析による修正 

 

 

 

 

 

 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

 

 

市→２次計画の記載 

 

市→後期基本計画の記載 
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都市」を目指し、安全で円滑かつ快適な交通社会を実現するため、 

                               

                     平成１８年度から２

２年度までの５年間の陸上・海上交通の安全に関する総合的かつ長期

的な施策の大綱として、「第２次京丹後市交通安全計画」を定めるも

のである。 
この「第２次京丹後市交通安全計画」に基づき、府の関係機関、市、

京丹後警察署、関係機関・団体においては、交通の現状や地域の実情

等を踏まえ、交通の安全に関する施策を具体的に定め、これを強力に

推進するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市」を目指し、安全で円滑かつ快適な交通社会を実現するため、府、

市、京丹後警察署、関係機関・団体と連携し、交通の現状や地域の実

情等を踏まえ、交通の安全に関する施策に対し、平成２３年度から２

７年度までの５年間の陸上・海上交通の安全に関する総合的かつ長期

的な施策の大綱として、「第３次京丹後市交通安全計画」を定めるも

のである。 

                               

                               

                               

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

市→年度修正 

 

市→字句修正 

 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 
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計画の基本的な考え方 

 
  安全で円滑かつ快適な交通社会の形成に向けて 
  ２１世紀の安全で円滑かつ快適な交通社会の形成に向けて、人命尊

重の理念に立つことはもちろんのこと、交通事故がもたらす大きな社

会的・経済的損失をも考慮して、交通事故及びこれによる死傷者根絶

の究極目標を目指す立場から、経済社会情勢の変化を踏まえつつ交通

事故の実態に対応した安全対策を講じていく必要がある。 
  
 
 
 
 
 
  「人優先」の交通安全思想 
  文明化された社会においては、弱い立場にある者への配慮や思いや

りが求められる。交通について言うと道路については、自動車と比較

して弱い立場にある歩行者、中でも高齢者、身体障害者、子ども等の

交通弱者の安全を一層確保することが必要となる。このような「人優

先」の交通安全思想を基本とした施策を推進していくことが重要であ

る。 
 
  「人間」「交通機関」「交通環境」の３要素 
  本計画においては、          交通社会を構成する「人

間」、車両等の「交通機関」及びそれらが活動する場としての「交通

環境」の三つの要素について、それら相互の関連を考慮しながら、科

学的な交通事故の調査・分析や交通安全に関する効果・評価・予測等

を充実させ、その成果も踏まえ、適切かつ効果的な施策を総合的に策

定し、これを６万４千市民の理解と協力の下、交通安全対策を強力に

 
計画の基本的な考え方 

 
１ 交通事故のない社会を目指して 
  真に豊かで活力のある社会を構築していくためには、その前提とし

て、市民すべての願いである安心で安全に暮らせる社会を実現するこ

とが極めて重要である。 
 交通事故による被害者数が災害や犯罪等他の危険によるものと比

べても圧倒的に多いことを考えると、交通安全の確保は、安心で安

全な社会の実現を図っていくための重要な要素である。 
 人命尊重の理念に基づき、究極的には交通事故のない社会を目指

し、また、交通事故被害者の存在に思いをいたし、交通事故を起こさ

ないという意識の下、悲惨な交通事故の根絶を図るとともに、死傷者

根絶に向け最大限の尽力を行う。 
 
２ 「人優先」の交通安全思想 
  自動車と比較して弱い立場にある歩行者、中でも高齢者、子ども、

障害者等に対して、配慮や思いやりの気持ちを持ち、        

                      安全を一層確保す

ることが必要となる。このように「人優先」の交通安全思想を基本と

した施策を推進していくことが重要である。 
 
 
３ 「人間」「交通機関」「交通環境」の３要素 
  本計画においては、このような観点から、交通社会を構成する「人

間」、車両等の「交通機関」及びそれらが活動する場としての「交通

環境」の三つの要素について、それら相互の関連を考慮しながら、交

通事故の科学的な調査・分析や交通安全に関する効果・評価・予測等

を充実させ、その成果も踏まえ、適切かつ効果的な施策を総合的に策

定し、これを    市民の理解と協力の下、交通安全対策を強力に

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た字句修正 

 

 

 

 

 

 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

 

市→５ヵ年計画であるた
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推進するものとする。 
  ～「人間」～       
  第一に、「人間」に対する安全対策については、交通機関の安全な

運転を確保するため、運転する人間の知識・技能の向上、交通安全意

識の徹底、指導取締りの強化、運転管理の改善、労働条件の適正化等

を図るとともに、歩行者等の安全な移動を確保するため、歩行者等の

交通安全意識の徹底、指導の強化を図る。 
また、交通社会に参加する市民一人ひとりの交通安全意識のかん養

を図る                         こと

が極めて重要であることから、交通安全に関する教育、普及啓発活動

を充実させる                         
                  。 

 
 ～「交通機関」～       

  第二に、「交通機関」が原因となる事故の防止対策としては、そ

の構造、設備、装置等の安全性を高めるとともに、社会的機能や特性

を考慮した高い安全水準を常に維持させるために必要な措置を講じ

ることが大切である。 
 
 ～「交通環境」～ 
  第三に、「交通環境」にかかる安全対策としては、機能分担された

道路網の整備、交通安全施設等の整備、効果的な交通規制の推進、交

通に関する情報の提供の充実         等を図るとともに、

複雑化する交通状況に起因する接触の危険を排除するため、必要な方

策を講じて、交通の流れを秩序付け、もって安全な運行を図ることが

大切である。 
  また、これら三要素に関する有効かつ適切な交通安全対策を講ずる

に当たっては、その基礎として交通事故原因の総合的な調査・分析の

充実、交通の安全に関する科学技術の振興及びそれらの成果の普及を

図るとともに、交通事故が発生した場合に、その被害を最小限に抑え

推進するものとする。 
 （１）人間に係る安全対策 
                       交通機関の安全な

運転を確保するため、運転する人間の知識・技能の向上、交通安全意

識の徹底、指導取締りの強化、運転管理の改善、労働条件の適正化等

を図るとともに、歩行者等の安全な移動を確保するため、歩行者等の

交通安全意識の徹底、指導の強化を図る。 
また、交通社会に参加する市民一人ひとりが、自ら安心で安全な交

通社会を構築していこうとする前向きな意識を持つようになること

が極めて重要であることから、交通安全に関する教育、普及啓発活動

を充実させるとともに、すべての市民が交通社会における責務を自覚

し、交通法規が遵守されるよう徹底する。 
 
 （２）交通機関に係る安全対策 
  人間はエラーを犯すものという前提の下で、それらのエラーが事故

に結びつかないように、車両等の構造、設備、装置等の安全性を高め

るとともに、各交通機関の高い安全水準を確保できる体制を充実させ

る。 
 
 （３）交通環境に係る安全対策 
                        機能分担された

道路網の整備、交通安全施設等の整備、効果的な交通規制の推進、交

通に関する情報の提供の充実、施設の老朽化対策等を図るとともに、

複雑化する交通状況に起因する接触の危険を排除するため、必要な方

策を講じて、交通の流れを秩序付け、もって安全な運行を図ることが

大切である。 
                                
                                
                                
                                

め、現在の人口数削除 

府→３要素における安全

対策として一貫性を持つ

ための字句統一 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た字句修正 

 

府→府の計画を基本とし

た字句修正 

 

府→３要素における安全

対策として一貫性を持つ

ための字句統一 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

 

府→３要素における安全

対策として一貫性を持つ

ための字句統一 

府→府の計画を基本とし

た字句修正 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に整理（１点は、「基

本的な考え方 ３ 「人間」

「交通機関」「交通環境」
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るため、迅速な救助・救急活動の充実、負傷者の治療体制の充実等被

害者の救済に必要な措置を講ずるように努める。また、被害者等が交

通事故相談等を受けられる機会の充実などの対策を推進するものと

する。 
 
 ～その他の観点～ 

このように、交通安全に関する施策は、多方面にわたっており、相

互に密接な関連を有するので、有機的に連携させ、総合的かつ効果的

に実施することが肝要である。 
また、これらの施策は、社会情勢の変化や交通事故の状況、交通事

情等の変化に弾力的に対応させるとともに、その効果等を勘案して、

適切な施策を選択し、これを重点的かつ効果的に実施するものとす

る。 
さらに、交通の安全は、交通需要や交通の円滑性・快適性と密接な

関連を有することに十分配慮するとともに、沿道の土地利用や道路利

用のあり方も視野に入れた取り組みを行うほか、防災の観点にも適切

な配慮を行う必要がある。 
 
（挿入） 

                                
                                
                                
                                
                                
                               
 
（挿入） 

                                
                                
                                

                                
                                
                                
   
 
 （削除） 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
４ 救助・救急活動及び被害者支援に係る安全対策 
  交通事故が発生した場合に、負傷者の救命を図り、また、その被害

を最小限に抑えるため、迅速な救助・救急活動の充実、負傷者の治療

の充実を図るとともに、交通事故被害者等（交通事故の被害者及びそ

の家族又は遺族。以下同じ。）も対象とした犯罪被害者等基本法（平

成１６年法律第１６１号）の制定を踏まえ、交通安全の分野において

も一層の被害者支援の充実を図る。 
 
５ 参加・協働型の安全対策 
  交通事故防止のためには、関係機関・団体の緊密な連携の下に施策

を推進することはもとより、市民の主体的な交通安全活動を積極的に

促進することが重要であることから、市が行う交通の安全に関する施

の３要素(P3)」へ統合し、

もう１点は、下記(P5)「４ 

救助・救急活動及び被害者

支援に係る安全対策に移

記） 

府→府の計画を基本とし

た内容に整理（より具体的

な内容として下記(P5-6)、

５・６・７に項目を起こし

移記・整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に整理（２次計画の

「～交通環境～」(P4)から

移記） 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に整理（２次計画の

「その他の観点」(P5)から

より具体的な内容として
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（挿入） 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
         
 
（挿入） 
                               
                               
                               

                                
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

策の計画段階から市民が参加できる仕組みづくり、市民が主体的に行

う交通安全総点検、地域の特性に応じて行う交通安全活動等により、

参加・協働型の交通安全活動を推進する。 
 
６ 効果的・効率的な安全対策 
  地域の交通実態に応じて、少ない予算で最大限の効果を上げること

ができるような対策に集中して取り組み、交通の安全に関する施策相

互を有機的に連携させ、総合的かつ効果的に実施する。さらに、交通

の安全は、交通需要や交通の円滑性・快適性と密接な関連を有するこ

とから、自動車交通量の拡大の抑制等によりこれらの視点にも十分配

慮するとともに、沿道の土地利用や道路利用のあり方も視野に入れた

取組を行うほか、地震や津波等に対する防災の観点にも適切な配慮を

行う必要がある。 
 
７ 公共交通機関等に係る安全対策 
  市民の日常生活を支え、一たび交通事故等が発生した場合には大き

な被害となる公共交通機関等の一層の安全を確保するため、保安監査

の充実・強化を図るとともに、事業者が社内一丸となった安全管理体

制を構築・改善し、その実施状況を確認する運輸安全マネジメント評

価を充実・強化する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

追記） 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に整理（２次計画の

「その他の観点」(P5)から

より具体的な内容として

整理） 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に整理（市２次計画

の「その他の観点」(P5)か

らより具体的な内容とし

て整理） 
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 （挿入） 
 
                    
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
             
             
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
現行計画における取組みの成果と課題 

 
１．第２次交通安全計画策定後の状況 

平成１９年３月、京丹後市では平成１８年度から２２年度までの

５年間、安全で円滑かつ快適な交通社会の形成に向けて、陸上・海

上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱として、交通

安全対策会議にて「第２次京丹後市交通安全計画」を定めた。 

以後、市内における道路交通の現状や地域の実情等を踏まえ、

自動車と比較し弱い立場にある歩行者、中でも高齢者、身体障害者、

子ども等の交通弱者の安全を一層確保するため、「人優先」の交通

安全思想を基本とし、交通事故死者数を限りなくゼロに近づけるこ

とを目標に、種々の交通安全施策を進めてきたところである。 

 
（１）施策の取組み状況 

① 道路交通の安全 
「人優先」の視点に立った交通安全対策として、各世代に応じ

た交通安全意識や交通マナーの向上などを図るため、関係機関や

市交通安全指導員等が連携し、市内各地で開催されるイベント、

保育所、幼稚園、小・中学校における交通安全教室や地域での高

齢者の集まりに積極的に出向き、児童生徒や高齢者に対する交通

事故防止等の意識づけに取り組んだ。 
道路交通環境においては、交通弱者に配慮した自動車利用の抑

制と道路交通の円滑化を図るため、公共交通機関の利用促進と駅

周辺に新たに２つの市営駐車場を増設する等、パークアンドライ

ドを推進した。また、地域の交通安全意識の高まりを受け、地域

密着型の道路環境の整備が行われるなど、安全かつ円滑な道路交

通環境の整備が進んだ。 
平成２２年には、増加傾向にある高齢運転者の関係する事故を

受け、身分証明書となる顔写真入りの住民基本台帳カードの無料

 

 

 

市→第２次計画策定後の

状況と施策に取り組んだ

４章分の項目（道路、鉄道、

踏切道、海上）の交通安全

における取り組み成果や

現状と課題を分析・総括

し、第３次計画で行うべき

方向性を記載した 
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交付及び公共交通機関の利用促進にもつながる北近畿タンゴ鉄

道シルバー全線定期券（３ヶ月券）を交付する「高齢者運転免許

証自主返納支援事業」に新たに取り組み、結果、年間５１件の自

主返納者数に対し、９月の制度開始以後に返納した高齢運転者が

２９人と運転免許証を返納されるかたへの支援を行った。 
更に、災害時や緊急時の対応を迅速に行い、交通事故に起因

する負傷者の救命率の向上を図るため、救急隊員の教育訓練を

目的に関係機関へ積極的に派遣したほか、応急手当やＡＥＤの

取扱研修にも努めた。 
 

② 鉄道交通の安全 
   鉄道交通の安全については、鉄道事故の状況と交通安全対策

の今後の方向として鉄道事故の死亡者数ゼロの目標を掲げた。 
平成２０年１１月に実施した鉄道事故対応合同訓練では、北

近畿タンゴ鉄道株式会社、市消防本部、京丹後警察における列

車事故想定訓練を行うなど、有事における救助訓練や鉄道交通

環境の整備、鉄道の安全な運行の確保を行っており、近年、他

の鉄道で発生したような大規模な脱線やトンネンル火災等の鉄

道事故は無く、北近畿タンゴ鉄道宮津線における鉄道交通の目

標を達成することが出来た。 
今後も高い信頼性を保持し、鉄道事故の死亡者数ゼロを目指

し引き続き鉄道交通の安全を促進する。 
 

③ 踏切道における交通の安全 
    北近畿タンゴ鉄道宮津線における京丹後市内での踏切道での

事故発生件数は、０件であり、市域における４８箇所の踏み切り

においての死亡事故も無く目標を達成することが出来た。 
    これは、踏切における構造改良や踏切保安設備等の改良促進に

より、踏切道における安全性の確保が進んでものと考えられる。

しかしながら、幅員改良や遮断装置等の改良が必要な踏切道
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は残っており、特に交通量の多い踏切道における、交通の安全

について更なる整備を促進する。 
 

④ 海上交通の安全 
    京丹後市は日本海に面しており、年間を通して海上や湾内での

マリンレジャーが活発に行なわれており、海上交通における船

舶海難発生件数は、第八管区海上保安本部管内で１４５件であ

るものの、京丹後市海域における船舶海難による死者数は０で

あり目標を達成できた。 
しかしながら船舶海難は毎年発生しており、その原因の大半

は、見張り不十分や機関取扱不良といった人為的要因によるも

のである。 
これらの事故は、特にマリンレジャー愛好家に多いことか

ら、市内のマリーナにて実施される免許更新講習等の機会を通

じ船舶海難防止に努めた。 
また、漁業関係従事者に対しては、漁協等の関係機関と一緒

になって海上交通安全対策の啓発を行った。 
 
２．第２次交通安全計画策定の総括 

第２次交通安全計画においては「交通事故による死者数を限りな

くゼロに近づけ、市民を交通事故の脅威から守る」ことを究極の目

標として掲げ、交通安全意識など「人間」に対する交通安全対策、

車輌等の「交通機関」が原因となる事故防止対策、交通安全施設等

の整備や交通規制など「交通環境」に関わる安全対策を総合的に行

ってきたが、第２次計画の５年間で交通事故により３５人の尊い命

が奪われ、第 1 次計画期間（※）の２５人に比べ１０人も増加す

るという大変残念な結果となった。 
近年の特徴として重篤なケースになることが多い高齢者の関わ

る交通事故が増加していることが挙げられ、平成２２年においては

全ての交通事故死者６人全員が高齢者であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市→欄外にも（※）記載 

（※）第１次京丹後市交通安

全計画は、平成１６年度から

の２年間ですが、第１次計画

期間としては、旧町の期間を
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   他方、鉄道交通、踏切道交通、海上交通にあっては事故死者ゼロ

の目標を達成できた。 
道路の交通安全においては、引き続き交通事故死者数ゼロを目標

に市交通安全指導員や関係機関等と一緒に地域ぐるみの交通安全

意識の向上や地域密着型の道路・交通安全施設整備などによる交通

環境の整備推進を図り、交通事故死者全体の３分の２を占める高齢

者の関わる交通事故、とりわけ薄暮時や夜間における交通事故発生

件数が約半数を占めており、自転車利用者の交通事故、更には子ど

もへの交通安全対策を強化する必要がある。 
更に、平成１９年には幹線道路において通学中の生徒２人の尊い

命が失われる決して起きてはならない事故が発生したことを鑑み、

幹線道路や生活道路における安全を確保する道路整備を推進する

必要がある。 
 
３．第３次交通安全計画策定への課題 

第３次京丹後市交通安全計画の策定に当たっては、第９次京都

府交通安全計画を基本とし、第２次交通安全計画の総括を踏まえた

計画とするため、道路交通の安全については、交通事故死亡者の３

分の２を占める高齢者が関わる交通事故の防止のための対策と自

転車走行時における交通安全指導などの更なる取り組みが必要と

なっていることから、各種の交通安全啓発事業の実施に当たって

は、特に高齢者や子どもの安全対策に主眼を置き関係機関や市交通

安全指導員による事業だけではなく、市民を巻き込んだ交通安全啓

発活動に取り組む必要がある。 

具体的には、保育所・幼稚園・小中学校での交通安全教室の定

期的な開催、高齢者交通安全教室のこれまでにも増しての開催や市

内各地で開催されるイベントや地域行事の中で、高齢運転者への運

転免許証自主返納制度の周知、子どもの自転車利用時におけるヘル

メットの着用義務の徹底を推進する。 

加えて国・府道において高齢者や子どもが安心して道路を利用

引き継いで、平成１３年度か

ら平成１７年度までの５年間

としています。 
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できる交通環境の整備について、引き続き地域密着型の整備などの

要請と地域からの提案支援を行うとともに、市道においても安心・

安全な交通環境の整備を図る必要がある。 

交通安全意識づくりと交通環境の整備の推進を効果的に実施

し、かつ実効性を持たせるために、市民自らが交通安全の大切さを

再認識する「市民交通安全の日（仮称）」を定めることとする。 
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第１章 道路交通の安全 

 
第１節 道路交通事故の現状と道路交通安全対策を考える

視点 
 

  市域においては、合併前は各旧町ごとの「交通安全計画」、合併後

は       「第１次京丹後市交通安全計画」       

                   に基づき、道路交通環境の

整備をはじめとする、交通安全対策等が実施されてきたところであ

る。 
  平成１２年に交通事故死者数は、８人という状況の中、各旧町では、

                交通安全計画に取り組み、円滑

かつ快適な交通環境の実現        に向けて、交通安全  

  施設の整備が進められてきたところである。 
  特に、国道４８２号のたんたんトンネル・国道３１２号の新比治山

トンネルの開通など幹線道路の整備により交通量が大幅に増加する

など、交通環境が大きく変化するとともに、こうした道路施設整備は、

市民生活の利便性向上に寄与している。 
これらの交通環境の変化を背景に市民の交通利用頻度が活発化・多

様化する中、道路整備をはじめとする交通環境の充実と交通安全意識

の高揚を図るため、市民参加型の活動を展開する必要がある。 
 

１ 道路交通事故の現状と今後の見通し 
 
（１）道路交通事故の現状（資料：表１） 
   市内における道路交通事故の発生件数及び負傷者数は、平成１

６年の発生件数は２９５件、負傷者数は３８２人、平成１７年に

は発生件数２９３件、負傷者数３８２人と発生件数と負傷者数は

横ばい傾向で推移した。 

 
第１章 道路交通の安全 

 
第１節 道路交通事故の現状と道路交通安全対策を考える

視点 
 

  市域においては、合併前は 旧町ごとの「交通安全計画」、合併後

は平成１６年度策定の「第１次京丹後市交通安全計画」、平成１８年

度策定の「第２次京丹後市交通安全計画」に基づき、道路交通環境の

整備をはじめとする、交通安全対策等が実施されてきたところであ

る。 
  平成２０年に交通事故死者数は、９人という状況の中、市は「交通

死亡事故多発非常事態宣言」を行い、交通安全計画に取り組み、円滑

かつ快適な交通環境の実現と死亡事故の減少に向けて、交通安全啓発

及び施設の整備を進めてきたところである。 
  特に、                            

   幹線道路の整備により交通量が大幅に増加するなど、交通環境

が大きく変化しており、こうした道路施設整備は、市民生活の利便性

向上に大きく寄与している。 
これらの交通環境の変化を背景に市民の交通利用頻度が活発化・多

様化する中、道路整備をはじめとする交通環境の充実と交通安全意識

の高揚を図るため、市民参加型の活動を展開する必要がある。 
 

１ 道路交通事故の現状と今後の見通し 
 
（１）道路交通事故の現状（資料：表１） 
   平成２２年中における市内の道路交通事故の発生件数及び負

傷者数は、発生件数２３６件、負傷者数３１３人と、近年では減

少傾向にある。 
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    一方、死者数は平成１６年に７人、平成１７年には、４人と３

人減少したが、第１次京丹後市交通安全計画の「交通事故による

死傷者数を限りなくゼロに近づける」こととする目標を達成する

ことはできなかった。                   

                             

                          
近年の交通死亡事故の発生状況をみると、その特徴は次のとお

りである。 
① ６５歳以上の高齢者の死者数が高水準で推移しており、  

  全死者数の約５割を占めている。 
② 歩行中の死者数が約４割を占めている。 
③ 夜間における死者数が約２割で推移している。 
④ 平成１６年における道路別発生状況は、一般国道１人、主

要地方道（府道）３人、一般府道２人の計６人と国道・府道

での発生死者数は全死者数７人の約８５％を占めている。 
    ⑤ 近年の月別発生状況は３月、   ６月、８月、９月、１

１月に発生している。 
これは、 
ア 高齢化の   進行により、死亡事故の当事者となる比率

の高い高齢者人口及び高齢者運転免許保有者数が増加してい

るとともに、高齢者の交通行動の機会が増大していること 
イ 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）遵守の意識が低い

こと 
ウ 国民生活や経済活動の２４時間化等に伴って増加した夜間

の交通量が、近年においても増加傾向で推移していること等

によるものと考えられる。 
 
 （２）道路交通を取り巻く状況の展望          （資料：

表２、表３、表８－２            ） 
    本市の道路交通を取り巻く今後の状況を展望すると、道路環境

 死者数においては、平成１３年から１７年の５年間の２５名に

比して、平成１８年から平成２２年までは３５名と、１０名が増

加しており、様々な交通安全対策を行ったにもかかわらず、薄暮

時や夜間の歩行時・自転車走行時における死亡事故が約４割発生

しており、死者数を限りなくゼロに近づける目標を達成すること

ができなかった以上に大変残念な結果となった。 
近年の交通死亡事故の発生状況をみると、その特徴は次のとお

りである。 
① ６５歳以上の高齢者の死者数が高水準で推移しており、過

去３年間では、全死者数の９割を占めている。 
② 歩行中の死者数が約５割を占めている。 
③ 夜間における死者数が約２割で推移している。 
④ 平成２２年における道路別発生状況は、一般国道２人、主

要地方道（府道）２人、一般府道１人の計５人と国道・府道

での発生死者数は全死者数６人の約８３％を占めている。 
    ⑤ 近年の月別発生状況は２月、４月、６月、７月、９月、１

１月に発生している。 
これは、 
ア 高齢化の一層の進行により、死亡事故の当事者となる比率

の高い高齢者人口及び高齢者運転免許保有者数が増加してい

るとともに、高齢者の交通行動の機会が増大していること 
イ 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）遵守の意識が低い

こと 
ウ                         夜間

の交通量が、近年においても増加傾向で推移していること等

によるものと考えられる。 
 
 （２）道路交通を取り巻く状況の展望及び交通事故の見通し（資料：

表２、表３、表８、表８－１、表８－２、表８－３） 
本市の高齢化率は、平成２７年には３４．６％（推計値、平成

市→年経過及び２次計画

の分析による字句修正 

 

 

 

 

 

 

市→年経過に併せた字
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市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

 

 

 

市→社会情勢として恒常

化している表現の修正 

 

 

市→時間経過による数値

修正及び文書を解りやす

くするための字句修正 
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整備に伴う市外からの流入自動車の増加や    高齢化の進

行による高齢者による交通事故が増加することが見込まれる。 
  このことは、京都縦貫自動車道の延伸や国・府道等の整備とと

もに、平成２２年の高齢化が３１・５０％（推計値、平成１８年：

２７．５１％）まで上昇するものと予想されていることからも明

らかである。 
このような                       

         道路交通の量的拡大に加え、交通死亡事故の

当事者となる比率の高い高齢者人口の増加は、   道路交通に

も大きな影響を与えるものと考えられる。 
 
 （３）道路交通事故の見通し（資料：表８、表８－１） 

 将来の交通事故を予測すると、高齢化の急速な進行や新規の

運転免許保有者及び車両台数の増加、また経済社会情勢の動向

に伴い、歩行中及び自動車乗車中の事故ともに増加することが

予想され、とりわけ、高齢者の死傷者数の増加が懸念される。 
 
 ２ 道路交通安全対策を考える視点 
 

量的・質的に変化していく道路交通を背景とした厳しい交通事故

状況に対処していくためには、市民の生命、身体及び財産を保護す

るという人命尊重の理念に立つことはもちろんのこと、交通事故が

もたらす大きな社会的・経済的損失をも勘案し、道路交通に伴う危

険や各種障害の防止を図り、交通事故のない安心・安全な道路交通

社会を実現することを理想として、経済社会情勢の変化を踏まえつ

つ、交通事故の実態に十分対応した交通安全対策を積極的に推進す

る必要がある。 
交通安全対策の推進に当たっては、思いやりの心をもった「人間」

を育成し、交通安全思想の高揚を図るとともに、交通事故防止対策

の充実を図り、安全かつ円滑・快適な交通環境づくりによる事故発

２３年：２９．９１％）まで上昇することが予想され、高齢者に

おける歩行時や自転車走行時の交通事故の増加も更に予想され

る。                           

                             

                             

       

     道路環境整備に伴う市外からの流入自動車の増加

や高齢化が進む中、道路交通の量的拡大に加え、交通死亡事故の

当事者となる比率の高い高齢者人口の増加は、今後も道路交通に

大きな影響を与えるものと考えられる。 
 
 （削除） 
                                
                                
                                
                                
 
 ２ 道路交通安全対策を考える視点 
 

第１次計画期間と第２次計画期間との比較において、道路交通事

故の発生件数並びに道路交通事故による負傷者数が減少している

ことは、これまでの交通安全計画に基づき実施されてきた対策に一

定の効果があったものと考えられるが、一方で死者数は増加してお

り、このことを真剣に受け止めることが必要である。 

このため、従来の交通安全対策を基本としつつ、道路交通を取り

巻く情勢の変化を踏まえ、また、実際に発生した交通事故に関する

情報の収集、分析を充実し、より効果的な対策への改善を図るとと

もに、有効性が見込まれる新たな対策を推進する。 

対策の実施に当たっては、可能な限り、対策ごとの目標を設定す

るとともに、その実施後において効果の検証・評価を行い、必要に

（下記２次計画「（３）道

路交通事故の見通し」P14

からの統合・整理あり） 

 

 

 

市→文書表現を解りやす

くするための字句修正 

 

 

 

市→文書表現を解りやす

くするための字句修正 

（上記（２）P13 に統合） 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に市の状況を加え

て修正 
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生の抑制、被害軽減対策の充実による死者数及び負傷者数の抑制並

びに事故発生後の被害者等の負担の軽減対策等の充実を図ること

が重要である。 
また、市民参加型社会の進展、高齢化、国際化、情報化等の社会

情勢の変化に対応した施策の展開を図るとともに、高齢者、身体障

害者、交通事故被害者等の視点にも十分配慮することとする。 
さらに、交通の安全は、交通需要や交通の円滑性・快適性と密接

な関連を有するものであるため、自動車交通量の拡大の抑制等によ

りこれらの視点にも十分配慮するとともに、沿道の土地利用や道路

利用のあり方も視野に入れた取り組みが大切であり、防災の視点に

も適切な配慮を行うこととする。 
このような観点から、道路交通環境の整備、交通安全思想の普及

徹底、安全運転の確保、車両の安全性の確保、道路交通秩序の維持、

救助・救急体制の整備、交通事故被害者対策等の推進など各般の交

通安全対策の充実について、国、府、関係機関・団体等の緊密な連

携の下に、総合的かつ計画的に推進することとする。 
                              

                              

 
 （１）少子高齢社会への対応 

本市は、交通事故死に占める高齢者の割合が高いことや、今後

も本市の高齢化は急速に進むと確実視されていることを踏まえ

ると、加齢による身体機能の変化に関わりなく、高齢者が交通社

会に参加することを可能にするため、年齢等に関わらず多様な

人々が利用しやすいよう生活環境を設計するとの考え方に基づ

き、                           
                             
                             
                             
                バリアフリー化された道路

応じて改善していくことも必要である。 

本計画においては、①道路交通環境の整備、②交通安全思想の普

及徹底、③安全運転の確保、④車両の安全性の確保、⑤道路交通秩

序の維持、⑥救助・救急活動の充実、⑦交通事故被害者対策等の充

実といった７つの柱により、国、府、関係機関・団体等の緊密な連

携の下に交通安全対策を実施することとし、次の３つの視点を重視

して今後の対策の推進を図っていくものとする。 
                                

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                          
 
 （１）高齢者及び子どもの安全確保 

    交通事故死に占める高齢者の割合が高いこと 、今後

も一層の高齢化が進行す          ることを踏まえ

ると、高齢者が安心して安全に外出したり移動したりできるよう

な交通社会の形成が必要である。 
その際には、高齢者が主として歩行及び自転車等を交通手段と

して利用する場合と、自動車を運転する場合の相違に着目し、そ

れぞれの特性を理解した対策を構築すべきである。また、高齢者

が交通社会に参加しやすくすることを可能にするため、年齢等に

かかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境を設

計するとの考え方に基づき、バリアフリー化された道路交通環境

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正 
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交通環境の形成を図ることも重要である。 
さらに、                         

                              

              高齢者の事故が居住地の近くで

発生していることが多いことから、地域の中で 生活に密着した

交通安全活動を                      
               推進することが重要である。 
また、高齢化の進展と同時に考えなければならないのが少子化

社会の進行である。安心して子どもを生み育てることができる社

会を実現するためにも、         子どもを交通事故か

ら守る観点からの交通安全施策が一層求められる。 
 

（２）シートベルト及びチャイルドシート着用の徹底 
自動車乗車中の死亡事故において、シートベルト及びチャイル

ドシート着用効果及び正しい着用方法についての理解を求め、正

しい着用の徹底を図るとともに、後部座席におけるシートベルト

の着用の推進を図る。 
このため、関係機関・団体等の協力の下、あらゆる機会・媒体

を通じて積極的に普及啓発活動を展開するとともに、シートベル

ト及びチャイルドシート着用義務違反に対する指導の強化を図

る。 
 

（３）安全かつ円滑な道路交通環境の整備 
交通事故が多発しているなど道路交通安全の観点から問題が

生じている箇所について重点的に対策を講ずるとともに、交通安

全灯の設置、信号機の高度化、道路標識の灯火化・大型化、道路

標示の高輝度化等を促進する。 
また、道路の面的整備等と交通規制を組み合わせたコミュニテ

ィ・ゾーンの形成、自転車道の整備、休憩・情報提供等の機能を

備えた「道の駅」の整備等の推進を図る。 

の形成を図ることも重要である。 
また、高齢者の交通安全を図っていくためには、交通安全活動

を、高齢者が日常的に利用する機会の多い医療機関や福祉施設等

と連携して実施していくことや、高齢者の事故が居住地の近くで

発生  することが多いことから、地域における生活に密着した

交通安全活動を充実させること等多様な高齢者の交通安全行動

を踏まえた総合的な交通安全対策を推進することが重要である。

さらに、                         

   安心し 子どもを生み育てることができる社会を実現す

るためには、通学路の歩道整備を推進する等子どもを交通事故か

ら守る観点からの交通安全対策が一層求められる。 
 
 （削除） 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
     

 
 （削除） 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市→記載すべき文書位置

整理のため、「第２節 講じ

ようとする施策」の「２ 交

通安全思想の普及徹底」

中、「（２）ウ」へ統合（P36） 

 

 

 

 

 

市→記載すべき文書位置

整理のため、「第２節 講じ

ようとする施策」の「１ 道

路交通環境の整備」中、

「（２）ア（P23）・イ（P24）」

及び「（３）エ（P25）」へ

整理 
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このほか、災害に強い道路及び交通安全施設等の整備、的確な

交通規制の実施等災害時における交通安全を確保するための施

策を推進する。 
 

（４）交通安全教育の推進 

幼児から成人に至るまでの段階的かつ体系的な交通安全教育

及び高齢者、障害のある人等に対する適切な交通安全教育を実施

するため、行政、警察、学校、関係団体及び家庭が互いに連携を

図るとともに、指導者の養成・確保、教材等の充実、参加・体験・

実践型の教育の普及を図る。 

また、企業・事業所等が交通安全に果たすべき役割と責任を重

視し、企業・事業所等の安全運転管理者、運行管理者等による運

転者に対する指導が徹底されるように努める。 
 
（５）効果的な指導取締りの強化 

道路における危険を防止し、交通の安全と円滑化等道路交通の

秩序を維持するため、交通の指導取締り体制の充実を図り、交通

事故を誘発したり、円滑な交通を阻害する要因となる無免許運

転、著しい速度超過等の悪質・危険性、迷惑性の高い違反に重点

を置いた交通指導取締りを効果的に推進する。 

また、暴走族対策を強力に推進するため、関係機関・団体が連

携し、市民が一体となって暴走族追放気運の高揚に努め、「暴走

族を許さない社会環境づくり会」の活動を活性化させるととも

に、取締り体制及び資機材の充実強化を図る。 

 
（６）救助・救急体制の整備（資料：表４、表５、表６、表７） 

交通事故による負傷者の搬送途上又は救急現場における応急

処置、救急医療等の充実を図る観点から、救急救命士の養成、配

置等を促進するとともに、交通事故による負傷者の救命率を向上

させるため、ＡＥＤによる心肺蘇生法等の応急手当の普及と救急

                                
                               
           
 
 （削除） 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

                            
 
 （削除） 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

                           
 
 （削除）    

                                
                                
                                
                                

 

 

 

 

市→記載すべき文書位置

整理のため、「第２節 講じ

ようとする施策」の「２ 交

通安全思想の普及徹底」

（P30）へ統合・整理 

 

 

 

 

 

市→記載すべき文書位置

整理のため、「第２節 講じ

ようとする施策」の「５ 道

路交通秩序の維持」（P43）

へ移記・整理 

 

 

 

 

 

 

市→記載すべき文書位置

整理のため、「第２節 講じ

ようとする施策」の「６ 救

助・救急体制等の整備」中、

「（１）ア～キ P45」へ統合 
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指定病院の一層の受け入れ体制の充実整備を図る。 

 
（７）被害者対策の充実（資料：表１１） 

交通事故被害者等が交通事故相談を受けられる機会を充実さ

せるとともに、複雑多様化する相談内容に対し、的確なアドバイ

スができるよう担当職員の資質の向上を図る。 

 
（８）交通事故調査・分析の充実 

効果的な交通安全対策を実施するためには、事故が発生した状

況について、運転者等の行動のみならず走行環境面、車両構造面

等の様々な角度から交通事故に係る情報を収集し、その事故が発

生した要因を解明する必要がある。 

このため、警察署、道路管理者、関係機関等が連携を密にして、

事故調査・分析と情報提供の充実強化を図り、交通事故の再発防

止対策の推進に努める。 
 
（９）住民参加型の交通安全活動の推進 

交通の安全は、住民の安全意識により支えられることから、関

係機関・団体等と住民が一体となり、交通安全対策に関して住民

が計画段階から実施全般にわたり積極的に参加できる仕組みづ

くり、小学校、自治会、地域住民等が中心となって作成する「ヒ

ヤリ地図」、交通安全総点検等により、住民参加型の交通安全活

動を推進する。 
 
（10）歩行者の安全確保 

安全で安心な社会の実現を図るためには、自動車と比較して弱

い立場 にある歩行者の安全を確保することが必要不可欠であ

り、特に、高齢者や子どもにとって身近な道路の安全性を高める

ことがより一層求められる。 
このような情勢等を踏まえ、人優先の考えの下、通学路、生活

                            
 
 （削除） 

                                
                                
                             

 
 （削除） 

                                
                                
                                
                                
                                
                               
               
 
 （削除） 

                                
                                
                                
                                
                                

               
 
 （削除） 

                                
                                
                                
                                
                                

 

 

市→記載すべき文書位置

整理のため、「第２節 講じ

ようとする施策」の「７」

（P47・48）へ整理 

 

市→記載すべき文書位置

整理のため、「第２節 講じ

ようとする施策」の「１の

（２）ア①（P23）、及び１

の（３）ウ P25」に整理 

 

 

 

 

市→記載すべき文書位置

整理のため、「第２節 講じ

ようとする施策」の「１の

（６）」（P27）及び「２の

（４）」(P39)へ移記・整理 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正し、同節内の

「（２）歩行者及び自転車

の安全確保」（P19）として

移記・整理 
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道路、市街地の幹線道路等において歩道の整備等による歩行空間

の確保を積極的に進めるなど、歩行者の安全確保を図る対策を推

進していく必要がある。 
 

 （11）市民自らの意識改革 
車社会の今日、交通事故の多発に対処し、交通の安全を確保す

るため、市民一人ひとりが交通ルールを守り、交通安全意識の高

揚を図ることが急務である。シートベルトの着用など交通ルール

を遵守するだけでなく、反射材を身につけるなどにより事故防止

を図るなど、市民一人ひとりの交通安全意識の向上が、市内の交

通事故ゼロ実現のため必要不可欠である。 
さらに市民自らが身近な地域や団体において、具体的な目標や

方針を設定し、交通安全に関する各種活動に係る等、安全で安心

な交通社会の形成に積極的に関与していく仕組みづくりが必要

である。 
 
（挿入） 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

                                
                               
               
 
 （削除） 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
       
 
（２）歩行者及び自転車の安全確保 

京丹後市では、近年、交通事故死者数に占める歩行者の割合が

約４割を占めており、特に、高齢者では交通事故死者数に占める

歩行者の割合が約半数を占めている。安心で安全な社会の実現を

図るためには、自動車と比較して弱い立場にある歩行者の安全を

確保することが必要不可欠であり、特に高齢者や子どもにとって

身近な道路の安全性を高めることがより一層求められている。こ

のような情勢等を踏まえ、人優先の考えの下、通学路、生活道路、

幹線道路等において歩道の整備等による歩行空間の確保を一層

積極的に進めるなど、歩行者の安全確保を図る対策を推進してい

く必要がある。 
また、歩行者に危険・迷惑を及ぼす自転車運転などが跡を絶た

ず、全交通事故に占める自転車事故の割合が約２割を占めている

ことから、「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例(平成

 

 

 

 

市→記載すべき文書位置

整理のため、「第２節 講じ

ようとする施策」の「２の

（２）ア」（P34）へ移記・

整理 

 

 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正し、２次計画

の「（10）歩行者の安全確

保」（P17）から移記・整理 
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（挿入） 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
３ 本計画における目標 
 

「交通事故による死者数を限りなくゼロに近づけ、市民を交通事故

の脅威から守る」ことが究極の目標である。 
                                

                               
                               
                               
そのため、市及び関係機関・団体は、市民の理解と協力の下に、第

１９年京都府条例第５０号)」により、自転車事故対策の推進に

努めるとともに、自転車利用者の交通規範意識の更なる向上を目

指し、自転車事故抑止に向けて取り組んでいくこととする。 
 

（３）生活道路及び幹線道路における安全確保 
「人優先」の交通安全思想を基本とした施策を推進する上で、

生活道路における安全確保は、重要な要素である。今後は生活道

路において自動車の速度抑制を図るための道路交通環境の整備、

交通指導取締りの強化、安全な走行の普及等の対策を講じるとと

もに、幹線道路を走行すべき自動車が生活道路へ流入することを

防止するため幹線道路における交通安全対策及び交通流の円滑

化を推進するなど、生活道路における交通の安全を確保するため

の総合的な対策を一層推進する必要がある。このためには、地域

住民の主体的な参加と取組が不可欠であり、対策の検討や関係者

間での合意形成において中心的な役割を果たす人材の育成も重

要な課題となる。 
また、幹線道路における交通事故死者数は、依然として、高い

水準である。このような状況を踏まえ、幹線道路における対策に

ついては、事故危険箇所における集中的な事故防止対策や交通規

制等を実施し、総合的な交通安全対策を推進する。 
 
３ 本計画における目標 
 

「交通事故による死者数を限りなくゼロに近づけ、市民を交通事故

の脅威から守る」ことが究極の目標である。 
なお、「京丹後市総合計画・後期基本計画（平成２２年３月）」にお

いては、平成２６年度までに人身事故発生件数を２００件（平成２２

年件数：２３６件）とする目標があり、平成２７年度では更なる減少

を目標とする。 
そのため、市及び関係機関・団体は、市民の理解と協力の下に、第
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２節に掲げる諸施策を総合的かつ強力に推進する。 
 

第２節 講じようとする施策 
 

１ 道路交通環境の整備 
 

道路交通環境の整備については、交通事故防止の観点から、幹線道

路から居住地域内道路に至る適切に機能分担された安全な道路交通

網の体系的整備を進めるとともに、特に、緊急に交通安全を確保する

必要がある道路において、交通安全施設等の整備、効果的な交通規制

の推進等により安全な道路交通環境を形成することとする。 
交通安全施設等の整備に当たっては、交通事故が多発しているなど

道路交通安全の観点から問題が生じている箇所ごとに、事故の特性や

発生要因について分析を行い、その結果を踏まえて対策を講じること

とし、着実に事故削減を図ることとする。            
                               
                               
 
（１）道路の新設・改築による交通安全対策の推進 

人優先の安全・安心な歩行空間の整備 
これまで一定の成果を挙げてきた交通安全対策であるが、歩行

者の視点からの道路整備や交通安全対策は依然として十分とは

いえず、また、生活道路への通過交通の流入等の問題も依然とし

て深刻である。 
このため、身近な生活道路等において、「人」の視点に立った

交通安全対策を推進していく必要がある。          
             

ア 適切に機能分担された道路網の整備 
交通事故を防止し、安全かつ快適な交通を確保するため、幹線

道路から居住地域内道路に至るネットワークによって適切に機

２節に掲げる諸施策を総合的かつ強力に推進する。 
 

第２節 講じようとする施策 
 

１ 道路交通環境の整備 
 

道路交通環境の整備については、これまでも、関係機関が連携し、

生活道路と幹線道路の両面で対策を推進してきたところである。 
今後、道路交通環境の整備を考えるに当たっては、事故要因や有効

な対策について十分な分析を行った上で、地域の実情を踏まえつつ、

また、地元住民が計画や事業の実施に積極的に参画・協力していく仕

組みを活かすなど、効果的かつ効率的に交通安全施設等整備事業を推

進する。 
また、子どもを事故から守り、高齢者や障害者が安心して安全に外

出できる交通社会の形成を図る観点から、安心・安全な歩行空間が確

保された「人優先」の道路交通環境整備の強化を図っていくこととす

る。 
 
（１）道路の新設・改築による交通安全対策の推進 

人優先の安全・安心な歩行空間の整備 
地域の協力を得ながら、通学路、生活道路、市街地の幹線道路

等において歩道を積極的に整備するなど、「人」の視点に立った

交通安全対策を推進していく。特に交通の安全を確保する必要が

ある道路において、歩道等の整備、効果的な交通規制を推進する

とともにコミュニティ道路の整備等による車両の速度の抑制や、

自動車、自転車、歩行者等の交通が分離された安全な道路交通環

境を形成することとする。 
ア 適切に機能分担された道路網の整備 

交通事故を防止し、安全かつ快適な交通を確保するため、幹線

道路から居住地域内道路に至るネットワークによって適切に機
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能が分担されるよう道路の体系的な整備を推進するとともに、他

の交通機関との連携強化を図る道路整備を促進する。 
① 通過交通の排除と交通の効果的な分散により、道路の著しい

混雑、交通事故の多発等の防止を図るため、バイパス等の整

備を推進する。 
② 自動車と歩行者を分離するため道路の改良工事を積極的に

推進する。 
③ 駅駐輪場等を利用する自転車等が、近年顕著になっているた

め、駐輪場（原動機付自転車の駐車を含む。）の整備を図る。

イ 改築による道路交通環境の整備 
交通事故の多発等を防止し、安全かつ円滑・快適な交通環境を

確保するため、次の方針により道路の改築事業を推進する。 
① 道路空間の再配分・再構築により、自動車と独立した歩行者

の安全と生活環境の改善を図るため、歩道等を設置するための

既存道路の拡幅等、道路改築事業を積極的に推進する。 
② 一般道路の新設・改築に当たっては、地域性・交通状況等を

勘案し、必要がある場合においては、排水性能、すべり抵抗

性能等路面に必要な性能を有する舗装構造とし、道路環境の

改善に努めるとともに、駅周辺道路等におけるバリアフリー

化を図りながら交通安全施設についても併せて整備すること

とし、車両停車帯、道路照明、防護さく等の整備を図る。 
   ③ 生活道路と観光・通過交通を適切に分離するための整備を推

進するとともに、景観保全にも配慮した整備を推進する。 
  ウ 災害発生時に備えた安全の確保 
    豪雨・豪雪、地震・津波等による災害が発生した場合において

も、安全で安心な生活を支える道路交通を確保するため、阪神・

淡路大震災や有珠山火山噴火災害等の被害経験を踏まえ、異常気

象時において地域の孤立等を避けるための生命線となる道路の

整備や道路の防災対策、緊急輸送道路を中心とした橋梁等の耐震

補強、雪崩対策を推進する。 

能が分担されるよう道路の体系的な整備を推進するとともに、他

の交通機関との連携強化を図る道路整備を促進する。 
① 通過交通の排除と交通の効果的な分散により、道路の著しい

混雑、交通事故の多発等の防止を図るため、バイパス等の整

備を推進する。 
② 自動車と歩行者を分離するため道路の改良工事を積極的に

推進する。 
③ 駅駐輪場等を利用する自転車等が、近年顕著になっているた

め、駐輪場（原動機付自転車の駐車を含む。）の整備を図る。

イ 改築による道路交通環境の整備 
交通事故の多発等を防止し、安全かつ円滑・快適な交通環境を

確保するため、次の方針により道路の改築事業を推進する。 
① 道路空間の再配分・再構築により、自動車と独立した歩行者

の安全と生活環境の改善を図るため、歩道等を設置するための

既存道路の拡幅等、道路改築事業を積極的に推進する。 
② 一般道路の新設・改築に当たっては、地域性・交通状況等を

勘案し、必要がある場合においては、排水性能、すべり抵抗

性能等路面に必要な性能を有する舗装構造とし、道路環境の

改善に努めるとともに、駅周辺道路等におけるバリアフリー

化を図りながら交通安全施設についても併せて整備すること

とし、車両停車帯、道路照明、防護さく等の整備を図る。 
   ③ 生活道路と観光・通過交通を適切に分離するための整備を推

進するとともに、景観保全にも配慮した整備を推進する。 
  ウ 災害発生時に備えた安全の確保 
    豪雨・豪雪、地震・津波等による災害が発生した場合において

も、安全で安心な生活を支える道路交通を確保し   、   

                             

      地域の孤立等を避けるための生命線となる道路の

整備や道路の防災対策、緊急輸送道路を中心とした橋梁等の耐震

補強、雪崩対策を推進する。 
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エ 地域に応じた安全の確保 
地域の実情に応じた交通の安全を確保するため、沿道地域の

人々のニーズや道路の利用実態、交通流の実態等を把握し、その

特性に応じた道路交通環境の整備を行う。 
車道における冬期の安全な交通を確保するため、冬期積雪・凍

結路面対策として適時適切な除雪態勢の充実に努めるとともに、

生活に密着した主要幹線道路や橋梁、峠付近については、消雪パ

イプの設置・消雪装置の整備を積極的に推進する。 
   また、冬季の積雪期間における歩道や通学路の安全確保につい

ては、行政だけの取組には限界があるため、当該地域住民の協力

を得ながら歩行者空間の確保などに努めていく。 
 
（２）交通安全施設等整備事業の推進 

交通事故の多発している道路、その他緊急に交通の安全を確保

する必要がある道路について、次の方針により、整備することと

し、安全かつ円滑・快適な交通環境の確立を図るため、総合的か

つ計画的な交通安全施設整備事業の推進を図る。 
  ア 事故多発地点対策の推進 

① 自動車交通の安全と円滑化を確保するため、事故多発地点の

うち緊急度の高い箇所について、詳細な事故分析を行い、これ

に基づき交差点改良、付加車線等の整備を改築事業による整備

と併せて重点的に実施する。 
② 道路の構造及び交通の実態を勘案して、交通事故が発生する

危険性の高い交差点等に信号機の設置を促進する。 
また、既存の信号機については、交通状況の変化に合理的に

対応できるように、集中制御化、系統化、速度感応化等の高

度化を推進する。 
③ 道路の構造、交通の状況等に応じた交通の安全を確保する

ために、道路標識の大型化・灯火化・自発光化、設置場所の

統合・改善や見やすい道路標示への改善等の交通安全施設等

エ 地域に応じた安全の確保 
地域の実情に応じた交通の安全を確保するため、沿道地域の

人々のニーズや道路の利用実態、交通流の実態等を把握し、その

特性に応じた道路交通環境の整備を行う。 
車道における冬期の安全な交通を確保するため、冬期積雪・凍

結路面対策として適時適切な除雪態勢の充実に努めるとともに、

生活に密着した主要幹線道路や橋梁、峠付近については、消雪パ

イプの設置・消雪装置の整備を積極的に推進する。 
   また、冬季の積雪期間における歩道や通学路の安全確保につい

ては、行政だけの取組には限界があるため、当該地域住民の協力

を得ながら歩行者空間の確保などに努めていく。 
 
（２）交通安全施設等整備事業の推進 

交通事故の多発している道路、その他緊急に交通の安全を確保

する必要がある道路について、次の方針により、整備することと

し、安全かつ円滑・快適な交通環境の確立を図るため、総合的か

つ計画的な交通安全施設整備事業の推進を図る。 
  ア 事故多発地点対策の推進 

① 自動車交通の安全と円滑化を確保するため、事故多発地点の

うち緊急度の高い箇所について、詳細な事故分析を行い、これ

に基づき交差点改良、付加車線等の整備を改築事業による整備

と併せて重点的に実施する。 
② 道路の構造及び交通の実態を勘案して、交通事故が発生する

危険性の高い交差点等に信号機の設置を促進する。 
また、既存の信号機については、交通状況の変化に合理的に

対応できるように、集中制御化、系統化、速度感応化等の高

度化を推進する。 
③ 道路の構造、交通の状況等に応じた交通の安全を確保する

ために、道路標識の大型化・灯火化・自発光化、設置場所の

統合・改善や見やすい道路標示への改善等の交通安全施設等
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の整備に努める。 
④ 依然として多発している夜間の死亡事故に対処するため、

国道、府道等の道路照明・視線誘導標等の設置による夜間事

故防止対策を推進する。 
イ 高齢者、児童・幼児等の社会参加を支援するバリアフリー等に

配慮した歩行空間等の整備 
① 歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行を確保するた

め、歩行者等の交通事故が発生する危険性の高い区間等につ

いて、改築事業等による整備とあわせて歩道の整備を重点的

に実施する。 
   ② 高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確

保するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等の周辺を中心に

平坦性が確保された幅の広い歩道、音響式信号機、視覚障害者

誘導用ブロック、昇降装置付き立体横断施設、身体障害者用の

駐車ます等を有する自動車駐車場等を整備するとともに改築

事業等と併せた電線類の地中化を推進する。        
                            
                            
                            
また、北近畿タンゴ鉄道宮津線の駅で上下線の分離された駅

については、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用し

た移動円滑化の促進に関する法律 」に基づき、エレベーター

等を設置し、身体障害者等の社会参加を積極的に推進する。 
   ③ 高齢運転者の増加に対応するため、道路標識の灯火化・大型

化・自発光化・可変化、道路標示の高輝度化等、高齢運転者に

見やすくわかりやすい道路標識・路面表示の整備を図る。 
  ④ 児童・幼児の通行の安全を確保するため、歩道等の整備、押

しボタン式信号機、歩行者用灯器等の整備、横断歩道の拡充に

より、通学路、通園路の整備を図り、また、積雪時における除

雪に努める。 

の整備に努める。 
④ 依然として多発している夜間の死亡事故に対処するため、

国道、府道等の道路照明・視線誘導標等の設置による夜間事

故防止対策を推進する。 
イ 高齢者、児童・幼児等の社会参加を支援するバリアフリー等に

配慮した歩行空間等の整備 
① 歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行を確保するた

め、歩行者等の交通事故が発生する危険性の高い区間等につ

いて、改築事業等による整備とあわせて歩道の整備を重点的

に実施する。 
   ② 高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確

保するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等の周辺を中心に

平坦性が確保された幅の広い歩道、音響式信号機、視覚障害者

誘導用ブロック、昇降装置付き立体横断施設、身体障害者用の

駐車ます等を有する自動車駐車場等を整備するとともに改築

事業等と併せた電線類の地中化を推進する。音響信号機につい

ては、視覚障害者の歩行安全確保のため、道路横断時の方向性

がより明確で誘導性が高い擬音式の「異種鳴き交わし方式」へ

の統一を要請する。 
また、北近畿タンゴ鉄道宮津線の駅で上下線の分離された駅

については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成１８年法律第９１号）」に基づき、エレベータ

ー等を設置し、身体障害者等の社会参加を積極的に推進する。

   ③ 高齢運転者の増加に対応するため、道路標識の灯火化・大型

化・自発光化・可変化、道路標示の高輝度化等、高齢運転者に

見やすくわかりやすい道路標識・路面表示の整備を図る。 
  ④ 児童・幼児の通行の安全を確保するため、歩道等の整備、押

しボタン式信号機、歩行者用灯器等の整備、横断歩道の拡充に

より、通学路、通園路の整備を図り、また、積雪時における除

雪に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市→独自の表現。本市障害

者団体等からの多くの要

請によるもの 

 

 

府→法律名の改正による

もの 
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 （３）効果的な交通規制の推進 

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑化を図

り、道路網全体の中でそれぞれの道路の社会的機能、道路の構造、

交通安全施設の整備状況、交通流・量の状況等地域の実態等に応

じ、関係機関と連携の下に効果的な交通規制の実施を促進する。

ア 地域の特性に応じた交通規制 
主として通過交通の用に供される道路については、駐停車禁

止、転回禁止、指定方向外進行禁止、進行方向別通行区分等交通

流を整序化するための交通規制を促進する。 
 イ 幹線道路における交通規制 

幹線道路については、交通の安全と円滑化を図るため、道路の

構造、交通安全施設の整備状況、交通流・量の状況等を勘案しつ

つ、速度規制、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制

等について見直しを行い、その適正化を図る。 
  ウ 事故多発地域における重点的交通規制 
    交通事故の多発する地域、路線等においては、事故原因の調

査・分析結果を踏まえ、速度規制、追い越しのための右側部分は

み出し通行禁止、歩行者横断禁止等の効果的な交通規制を重点的

に促進する。 
エ 災害発生時における交通規制 

災害発生時は、必要に応じて緊急交通路を確保し、それに伴う

混乱を最小限に抑える。 
また、「災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）」による

通行禁止等の交通規制を迅速かつ的確に行うため、被災地への車

両流入を抑制するとともに、迂回・誘導、広報を行い、併せて災

害の状況や交通規制等に関する情報を提供する交通情報板等の

整備を促進する。 
 
 

 
 （３）効果的な交通規制の推進 

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑化を図

り、道路網全体の中でそれぞれの道路の社会的機能、道路の構造、

交通安全施設の整備状況、交通流・量の状況等地域の実態等に応

じ、関係機関と連携の下に効果的な交通規制の実施を促進する。

ア 地域の特性に応じた交通規制 
主として通過交通の用に供される道路については、駐停車禁

止、転回禁止、指定方向外進行禁止、進行方向別通行区分等交通

流を整序化するための交通規制を促進する。 
 イ 幹線道路における交通規制 

幹線道路については、交通の安全と円滑化を図るため、道路の

構造、交通安全施設の整備状況、交通流・量の状況等を勘案しつ

つ、速度規制、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制

等について見直しを行い、その適正化を図る。 
  ウ 事故多発地域における重点的交通規制 
    交通事故の多発する地域、路線等においては、事故原因の調

査・分析結果を踏まえ、速度規制、追い越しのための右側部分は

み出し通行禁止、歩行者横断禁止等の効果的な交通規制を重点的

に促進する。 
エ 災害発生時における交通規制 

災害発生時は、必要に応じて緊急交通路を確保し、それに伴う

混乱を最小限に抑える。 
また、「災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）」による

通行禁止等の交通規制を迅速かつ的確に行うため、被災地への車

両流入を抑制するとともに、迂回・誘導、広報を行い、併せて災

害の状況や交通規制等に関する情報を提供する交通情報板等の

整備を促進する。 
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（挿入）（４）自転車利用環境の総合的整備 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

 
（４）総合的な駐車対策の推進  
 ア 秩序ある駐車の推進 
   市街地における違法な路上駐車を抑制するため、市内道路及び

交通の状況等を把握し、適切な駐車禁止規制を促進する。 
イ バリアフリー化のための駐車対策の推進 

    交通バリアフリー法に基づき、高齢者、身体障害者等の移動が

見込まれる道路では、横断歩道上等の違法駐車車両に対する取締

りを促進する。 
ウ 違法駐車締め出し気運の醸成・高揚 

違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保等について、市民

への広報・啓発活動を行うとともに、関係機関・団体との密接な

（４）自転車利用環境の総合的整備 
人優先の安全・安心な歩行空間の整備に掲げた、自転車走行の

安全な道路環境づくりに加えて次の整備を図る。 
ア 自転車等の駐車対策については、「自転車の安全利用の促進及

び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和５５年法

律第８７号）」に基づき、施策を推進する。 
このため、自転車等の駐車需要の多い地域及び今後駐車需要が

著しく多くなることが予想される地域を中心に自転車駐車場の

整備を推進する。 
イ 鉄道の駅周辺等における放置自転車等については、市、道路管

理者、鉄道事業者等が適切な連携の下に、駅前広場や市営駐車場

及び道路に放置されている自転車等の整理・撤去等の推進を図

る。 
ウ 自転車利用者に対し、交通社会における責任の自覚を求めるた

め、自転車の点検整備、自転車の安全な乗り方、「道路交通法（昭

和３５年法律第１０５号）」、その他の法令の遵守、正しい駐車方

法等に関する教育及び広報活動を推進する。 
 
 

（５）総合的な駐車対策の推進  
 ア 秩序ある駐車の推進 
   市街地における違法な路上駐車を抑制するため、市内道路及び

交通の状況等を把握し、適切な駐車禁止規制を促進する。 
イ バリアフリー化のための駐車対策の推進 

    交通バリアフリー法に基づき、高齢者、身体障害者等の移動が

見込まれる道路では、横断歩道上等の違法駐車車両に対する取締

りを促進する。 
ウ 違法駐車締め出し気運の醸成・高揚 

違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保等について、市民

への広報・啓発活動を行うとともに、関係機関・団体との密接な

府→府の計画を基本とし、 

同節内「（８） その他の道

路環境の整備」の「エ」

(P29)から項目を独立し移

記 
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連携を図り、地域交通安全活動推進委員や交通安全指導員また交

通安全協会員等の積極的な協力の下に、地域ぐるみで違法駐車締

め出し気運の醸成・高揚を図る。 
 
（５）地域住民等と一体となった安全な道路交通環境の整備 

安全な道路交通環境の整備に当たっては、道路を利用する人の

視点を活かすことが重要であることから、        地域

住民や道路利用者  の主体的な参加の下に、交通安全施設等の

点検を行う交通安全総点検を積極的に推進するとともに、

道路利用者が日常感じている意見を広く取り入れ、道路交通環境

の整備に反映する。 
特に、山間部等においては、沿道の樹木による視界阻害の除去

に努め、交通安全に配慮した道路交通環境の整備を図る。 
 

 （６）交通需要マネジメントの推進 
   過度な自動車利用の抑制と道路交通の円滑化を図るため、バイ

パスの整備や交差点の改良等の交通容量の拡大策、パークアンド

ライドの推進等に加えて、一人ひとりの交通行動を自発的より環

境負荷の小さなものへと誘導するモビリティ・マネジメント施策

を推進する。 
 ア 公共交通機関利用の促進 
   鉄道、バス等の公共交通機関の整備を支援し、公共交通機関へ

の転換による円滑な道路交通の実現を図る。 
   さらに、鉄道、バス事業者による運行頻度・運行時間の見直し、

乗り継ぎ改善等による継ぎ目のない公共交通の実現を図ること

等により、利用者の利便性の向上を図るとともに、鉄道・バスの

通勤利用を促進する。また、鉄道駅・バス停までのアクセス確保

のために、パークアンドライド駐車場、駅前広場等の整備を促進

し、交通結節機能を強化する。 
 

連携を図り、地域交通安全活動推進委員や交通安全指導員また交

通安全協会員等の積極的な協力の下に、地域ぐるみで違法駐車締

め出し気運の醸成・高揚を図る。 
 
（６）地域住民等と一体となった安全な道路交通環境の整備 

安全な道路交通環境の整備に当たっては、道路を利用する人の

視点を活かすことが重要であることから、小学校、自治会、地域

住民や道路利用者などの主体的な参加の下に、交通安全施設等の

点検を行う交通安全総点検を積極的に推進するとともに、「ヒヤ

リ地図」を作成するなど、道路利用者が日常感じている意見を広

く取り入れ、道路交通環境の整備に反映する。 
特に、山間部等においては、沿道の樹木による視界阻害の除去

に努め、交通安全に配慮した道路交通環境の整備を図る。 
 

 （７）交通需要マネジメントの推進 
   過度な自動車利用の抑制と道路交通の円滑化を図るため、バイ

パスの整備や交差点の改良等の交通容量の拡大策、パークアンド

ライドの推進等に加えて、一人ひとりの交通行動を自発的より環

境負荷の小さなものへと誘導するモビリティ・マネジメント施策

を推進する。 
 ア 公共交通機関利用の促進 

鉄道、バス等の公共交通機関の整備を支援し、公共交通機関

への転換による円滑な道路交通の実現を図る。 
    さらに、鉄道、バス事業者による運行頻度・運行時間の見直

し、乗り継ぎ改善等による継ぎ目のない公共交通の実現を図る

こと等により、利用者の利便性の向上を図るとともに、鉄道・

バスの通勤利用を促進する。また、鉄道駅・バス停までのアク

セス確保のために、パークアンドライド駐車場、駅前広場等の

整備を促進し、交通結節機能を強化する。 
 

 

 

 

 

市→第２次計画をそのま

ま継承し、府の計画を参考

に、より具体的な字句を追

記及び(P18)の（９）より

整理 
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（７）災害に備えた道路交通環境の整備 
豪雨・豪雪、地震・津波等の災害が発生した場合においても安

全で安心な生活を支える道路交通を確保することとする。 
また、大規模地震の発生時においても、被災地の救援活動や緊

急物資輸送に不可欠な緊急輸送道路を確保するため、市が「京

丹後建設業協会」と「京丹後市建設業協栄会」の２団体と締結

した「道路障害物除去等応急対策活動に関する協定」に基づき、

民間と連携した災害対策を推進する。 
 
（８）その他の道路交通環境の整備 
ア 重大交通事故の再発防止 

社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には、速や

かに警察と連携を密にし、当該箇所の道路交通環境等事故発生の

要因について調査し、発生要因に即した所要の対策を早急に講ず

ることにより、同様な事故の再発防止を図る。 
イ 道路使用及び占用の適正化等 
① 道路使用及び占用の抑制 

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に

当たっては、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を

確保するため、原則として抑制する方針の下に適正な運用を行

う。 
また、道路使用及び占用許可条件の履行、占用物件等の維持

管理の適正化を図り、特に、地下埋設物の管理について指導を

強化するとともに、歩道上、道路上の電柱等の既設許可物件に

ついては、実態調査を行い、必要に応じては占用者に対し厳重

な是正と撤去を求める。 
② 不法占拠物件等の排除 

道路交通の妨害となる不法占用物件については、強力な取締

りによりその排除を行うとともに、不法占用等の防止を図るた

めの啓発活動の実施に努める。 

（８）災害に備えた道路交通環境の整備 
豪雨・豪雪、地震・津波等の災害が発生した場合においても安

全で安心な生活を支える道路交通を確保することとする。 
また、大規模地震の発生時においても、被災地の救援活動や緊

急物資輸送に不可欠な緊急輸送道路を確保するため、市が「京

丹後建設業協会」と「京丹後市建設業協栄会」の２団体と締結

した「道路障害物除去等応急対策活動に関する協定」に基づき、

民間と連携した災害対策を行う。 
 
（９）その他の道路交通環境の整備 
ア 重大交通事故の再発防止 

社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には、速や

かに警察と連携を密にし、当該箇所の道路交通環境等事故発生の

要因について調査し、発生要因に即した所要の対策を早急に講ず

ることにより、同様な事故の再発防止を図る。 
イ 道路使用及び占用の適正化等 

① 道路使用及び占用の抑制 
工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に

当たっては、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を

確保するため、原則として抑制する方針の下に適正な運用を行

う。 
また、道路使用及び占用許可条件の履行、占用物件等の維持

管理の適正化を図り、特に、地下埋設物の管理について指導を

強化するとともに、歩道上、道路上の電柱等の既設許可物件に

ついては、実態調査を行い、必要に応じては占用者に対し厳重

な是正と撤去を求める。 
② 不法占拠物件等の排除 

道路交通の妨害となる不法占用物件については、強力な取締

りによりその排除を行うとともに、不法占用等の防止を図るた

めの啓発活動の実施に努める。 
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③ 道路の掘り返しの規制等 
道路の掘り返しを行う占用工事等については、無秩序な掘り

返しと工事に伴う事故を防止するため、極力これを抑制すると

ともに、計画的な占用工事等の施行について合理的な調整を図

る。 
ウ 道路法に基づく通行の禁止又は制限 

道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路の破損、

決壊又は異常気象等により交通が危険と認められる場合及び道

路工事のためやむを得ないと認められる場合には、「道路法（昭

和２７年法律第１８０号）」に基づき、迅速かつ的確に通行の禁

止又は制限を行うとともに、道路パトロール等により交通の危険

となる状況等の早期発見に努める。 
エ 自転車利用環境の総合的整備 

① 自転車等の駐車対策については、「自転車の安全利用の促進

及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和５５

年法律第８７号）」に基づき、施策を推進する。 
このため、自転車等の駐車需要の多い地域及び今後駐車需要

が著しく多くなることが予想される地域を中心に自転車駐車

場の整備を推進する。 
② 鉄道の駅周辺等における放置自転車等については、市、道路

管理者、鉄道事業者等が適切な連携の下に、駅前広場や市営駐

車場及び道路に放置されている自転車等の整理・撤去等の推進

を図る。 
③ 自転車利用者に対し、交通社会における責任の自覚を求める

ため、自転車の点検整備、自転車の安全な乗り方、道路交通法

（昭和３５年法律第１０５号）その他の法令の遵守、正しい駐

車方法等に関する教育及び広報活動を推進する。 
オ 子どもの遊び場等の確保 

子どもの遊び場の不足を解消し、路上遊戯等による交通事故の

防止に資するとともに、児童の安全な遊び場を確保するため、児

③ 道路の掘り返しの規制等 
道路の掘り返しを行う占用工事等については、無秩序な掘り

返しと工事に伴う事故を防止するため、極力これを抑制すると

ともに、計画的な占用工事等の施行について合理的な調整を図

る。 
ウ 道路法に基づく通行の禁止又は制限 

道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路の破損、

決壊又は異常気象等により交通が危険と認められる場合及び道

路工事のためやむを得ないと認められる場合には、「道路法（昭

和２７年法律第１８０号）」に基づき、迅速かつ的確に通行の禁

止又は制限を行うとともに、道路パトロール等により交通の危険

となる状況等の早期発見に努める。 
 （削除）                           
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

オ 子どもの遊び場等の確保 
子どもの遊び場の不足を解消し、路上遊戯等による交通事故の

防止に資するとともに、児童の安全な遊び場を確保するため、児

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし、 

同節内「（４） 自転車利用

環境の総合的整備」(P26)

として独立し移記 
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童遊園の整備を推進する。 
カ 電線類の地中化等の推進 

景観の整備、安全で円滑な道路交通や良好な歩行空間の確保等

を図るため、従来の地中化方式よりもコンパクトで低コストな電

線共同溝等による電線類の地中化を推進する。 
また、市民の理解を得た上で、道路地内の電柱の民地移転を促

進する。 
 
２ 交通安全思想の普及徹底 

交通安全教育は、自他の生命尊重という理念の下に、交通社会の一

員としての責任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に努め、

相手の立場を尊重し、他の人々や地域の安全にも貢献できる良き社会

人を育成する上で、重要な意義を有していることから、年齢階層に応

じ、段階的かつ体系的に交通安全教育を推進する。 

特に、高齢化が進展する中で、高齢者の交通安全を確保する観点

から、高齢者に対する交通安全教育を強力に推進するとともに、自

転車を使用することが多い児童、中学生及び高校生に対しては、自

転車の並走禁止、一旦停止等の交通ルールを守る交通安全に関する

指導を強化する。 

                                
                                
     
                                
                                
                                
                                
                                
                         
                                
                                

童遊園の整備を推進する。 
カ 電線類の地中化等の推進 

景観の整備、安全で円滑な道路交通や良好な歩行空間の確保等

を図るため、従来の地中化方式よりもコンパクトで低コストな電

線共同溝等による電線類の地中化を推進する。 
また、市民の理解を得た上で、道路地内の電柱の民地移転を促

進する。 
 
２ 交通安全思想の普及徹底 

交通安全意識と交通マナーの向上を図るため、「交通安全教育指針

（平成１０年国家公安委員会告示第１５号）」等を活用し、幼児から

高齢者に至るまで、心身の発達段階やライフステージに応じた段階的

かつ体系的な交通安全教育を行う。特に、高齢者に対しては、高齢者

自身の交通安全意識の向上を図るとともに、他の世代に対しても高齢

者の特性を知り、その上で高齢者を保護し、高齢者に配慮する意識を

高めるための啓発指導を強化する。また、自転車利用者に対しては、

自転車は車両であり、道路を通行する場合は、車両としてのルールを

遵守するとともに、交通マナーを実践しなければならないことの理解

を徹底させるよう、自動車教習所をはじめ専門的知識を有する民間企

業・事業所や市交通安全指導員・自転車安全利用推進員の協力も得な

がら、各年齢層の特性に応じた段階的な自転車交通安全教育を実施す

る。 

特に、自転車を使用することが多い児童、中学生及び高校生に対し

ては、将来の運転者教育の基礎となる自転車の安全利用に関する指導

を徹底する。その際には、「京都府自転車の安全な利用の促進に関す

る条例に基づき、関係機関と連携し、効果的な自転車交通安全教育の

実施に努めるとともに、京丹後市交通安全計画等の周知に努め、自転

車を安全に利用する気運の高揚を図る。 

学校においては、学習指導要領等に基づく関連教科・領域や道徳、

総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動など、教育活動全体を通

 

 

 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正。P17 の「（４）

交通安全教育の推進」より

統合・整理あり 
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（１）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

ア 幼児に対する交通安全教育 

幼児に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に

応じて、基本的な交通ルールを遵守し、交通マナーを実践する

態度を習得させるとともに、日常生活において交通安全のきま

りを理解し、安全に道路を通行するために必要な基本的な技能

及び知識を交通安全指導員が交通教室等を通して修得させるこ

とを目標とする。 

① 幼稚園・保育所においては、家庭及び関係機関・団体等と連

携・協力を図りながら、日常の教育・保育活動を通して交通安

全教育を計画的かつ継続的に行う。 

② 家庭における適切な指導、交通安全についての積極的な話し

合い等が行われるよう保護者に対する交通安全講習会等の実

施に努めるとともに、チャイルドシートの正しい着用の徹底を

じて計画的かつ組織的な指導に努めるとともに、学校保健安全法に基

づき策定された学校安全計画を踏まえ、児童生徒等に対する登下校を

含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導を実施

する。障害のある児童生徒等に対しては、その障害の特性を踏まえ、

交通安全に関する指導に配慮する。 

交通安全教育・普及啓発活動については、京丹後市交通安全対策

協議会をはじめ関係機関、団体等、地域社会及び家庭がそれぞれの

特性を生かし、互いに連携をとりながら地域ぐるみの活動が推進さ

れるよう促す。特に交通安全教育・普及啓発活動に当たる教職員や

行政機関の職員の指導力の向上を図るとともに、地域における民間

の指導者を育成することなどにより、地域の実情に即した自主的な

活動を促進する。また、交通安全教育・普及啓発活動の意義、重要

性等について関係者の意識が深まるよう努めるとともに、交通安全

教育・普及啓発活動の効果について、検証・評価を行うことにより、

効果的な実施に努める。 

 

（１）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

ア 幼児に対する交通安全教育 

幼児に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に

応じて、基本的な交通ルールを遵守し、交通マナーを実践する

態度を習得させるとともに、日常生活において交通安全のきま

りを理解し、安全に道路を通行するために必要な基本的な技能

及び知識を交通安全指導員が交通教室等を通して修得させるこ

とを目標とする。 

① 幼稚園・保育所においては、家庭及び関係機関・団体等と連

携・協力を図りながら、日常の教育・保育活動を通して交通安

全教育を計画的かつ継続的に行う。 

② 家庭における適切な指導、交通安全についての積極的な話し

合い等が行われるよう保護者に対する交通安全講習会等の実

施に努めるとともに、チャイルドシートの正しい着用の徹底を
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始め、幼児に対する交通安全教育活動の積極的な推進を図る。

イ 小学生に対する交通安全教育 

    小学生に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情

に応じて、歩行者及び自転車の利用者として必要な技能と知識

を習得させるとともに、道路及び交通の状況に応じて、安全に

道路を通行するために、道路における危険を予測し、これを回

避して、安全に通行する意識及び能力を高めることを目標とす

る。 

   ① 小学校においては、家庭、地域及び関係機関・団体等と連携・

協力を図りながら、教科や道徳、          学級

活動・児童会活動・学校行事等の学校教育活動全体を通じて、

歩行者としての心得、自転車の安全な利用、乗り物の安全な

利用、交通ルールの意味及び必要性等について交通安全教育

の推進に努める。 

   ② 小学校における交通安全教育を計画的に実施し、効果的なも

のとするため、指導用参考資料等を作成・配布するとともに、

児童 向け「自転車運転免許証」制度       の実施

                        、交通安

全教育のあり方や実践に関する調査研究、教員等を対象とし

た研修会等の実施に努める。 

   ③ 関係機関・団体は、小学校において行われる交通安全教育の

支援を行う。 

  ウ 中学生に対する交通安全教育 

    中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に

必要な事柄、特に、自転車で安全に道路を通行するために必要

な技能と知識を十分に習得させるとともに、道路を通行する場

合は、思いやりをもって、自己の安全ばかりでなく、他の人々

の安全にも配慮できる     ことを目標とする。 

中学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力

を図りながら、教科「保健体育」や道徳、          

始め、幼児に対する交通安全教育活動の積極的な推進を図る。

イ 小学生に対する交通安全教育 

    小学生に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情

に応じて、歩行者及び自転車の利用者として必要な技能と知識

を習得させるとともに、道路及び交通の状況に応じて、安全に

道路を通行するために、道路における危険を予測し、これを回

避して、安全に通行する意識及び能力を高めることを目標とす

る。 

   ① 小学校においては、家庭、地域及び関係機関・団体等と連携・

協力を図りながら、教科や道徳、総合的な学習の時間、学級

活動・児童会活動・学校行事等の学校教育活動全体を通じて、

歩行者としての心得、自転車の安全な利用、乗り物の安全な

利用、交通ルールの意味及び必要性等について交通安全教育

の推進に努める。 

   ② 小学校における交通安全教育を計画的に実施し、効果的なも

のとするため、指導用参考資料等を作成・配布するとともに、

児童に対して自転車運転免許証を交付する自転車教室の実施

等による参加・体験・実践型の交通安全教育の実施、交通安

全教育のあり方や実践に関する調査研究、教員等を対象とし

た研修会等の実施に努める。 

   ③ 関係機関・団体は、小学校において行われる交通安全教育の

支援を行う。 

  ウ 中学生に対する交通安全教育 

    中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に

必要な事柄、特に、自転車で安全に道路を通行するために必要な

技能と知識を十分に習得させるとともに、道路を通行する場合

は、思いやりをもって、自己の安全ばかりでなく、他の人々の安

全にも配慮できるようにすることを目標とする。 

中学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力

を図りながら、教科      、道徳、総合的な学習の時間、
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学級活動・生徒会活動・学校行事等の特別活動等を中心に、学

校教育活動全体を通じて、歩行者としての心得、自転車の安全

な利用、自動車 の特性、危険の予測と回避、標識等の意味、

応急手当等の交通安全教育の推進に努める。 

  エ 高校生に対する交通安全教育 

    高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に

必要な事柄、特に、二輪車の運転者及び自転車の利用者として安

全に道路を通行するために 必要な技能と知識を習得させると

ともに、交通社会の一員として               

      責任を持って行動することができる健全な社会人

を育成することを目標とする。 

    高等学校においては、関係機関・団体等と連携、協力を図りな

がら、 教科 「保健体育」やホームルーム活動・生徒会活動・

学校行事等の特別活動等を中心に、学校 教育活動全体を通じ

て、自転車の安全な利用、二輪車・自動車 の特性、    

         運転者の責任、応急手当等について更に理解を深め

るとともに、生徒の多くが近い将来、普通免許等を取得するこ

とが予想されることから、学校、家庭、地域社会等と連携を図

りながら、免許取得前の教育としての性格を重視した交通安全

教育の充実を図る。 

  オ 成人に対する交通安全教育 

    成人に対する交通安全教育は、自動車等の安全運転の確保の

観点から、免許取得時及び免許取得後の運転者の教育を中心と

して促進し、社会人等に対する交通安全教育の充実に努める。 

   ① 公安委員会が行う各種講習、自動車教習所等が受講者の特性

に応じて行う運転者教育及び事業所の安全運転管理の一環と

して安全運転管理者、運行管理者等が行う交通安全教育の充実

を呼びかける。 

   ② 社会人を対象とした学級・講座などにおける交通安全教育の

実施など、公民館等の社会教育施設における交通安全のための

学級活動・生徒会活動・学校行事等の         学校教

育活動全体を通じて、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、

自動車等の特性、危険の予測と回避、標識等の意味、応急手当等

の交通安全教育の推進に努める。 

  エ 高校生に対する交通安全教育 

    高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に

必要な事柄、特に、二輪車の運転者及び自転車の利用者として安

全に道路を通行するために、必要な技能と知識を習得させるとと

もに、交通社会の一員として交通ルールを遵守し自他の生命を尊

重するなど責任を持って行動することができる健全な社会人を

育成することを目標とする。 

    高等学校においては、関係機関・団体等と連携、協力を図りな

がら、各教科、                     総

合的な学習の時間、特別活動など 学校の教育活動全体を通じ

て、自転車の安全な利用、    自動車等の特性、危険の予

測と回避、運転者の責任、応急手当等について更に理解を深め

るとともに、生徒の多くが近い将来、普通免許等を取得するこ

とが予想されることから、学校、家庭、地域社会等と連携を図

りながら、免許取得前の教育としての性格を重視した交通安全

教育の充実を図る。 

  オ 成人に対する交通安全教育 

    成人に対する交通安全教育は、自動車等の安全運転の確保の

観点から、免許取得時及び免許取得後の運転者の教育を中心と

して促進し、社会人等に対する交通安全教育の充実に努める。 

   ① 公安委員会が行う各種講習、自動車教習所等が受講者の特性

に応じて行う運転者教育及び事業所の安全運転管理の一環と

して安全運転管理者、運行管理者等が行う交通安全教育の充実

を呼びかける。 

   ② 社会人を対象とした学級・講座などにおける交通安全教育の

実施など、公民館等の社会教育施設における交通安全のための
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諸活動を推進するとともに、関係機関・団体における実践活動

を促進する。 

  カ 高齢者に対する交通安全教育 

    高齢者に対する交通安全教育は、加齢に伴う身体機能の変化が

歩行者又は運転者としての交通行動に及ぼす影響を理解させる

とともに、道路及び交通の状況に応じて安全に道路を通行するた

めに必要な実践的技能及び交通ルール等の知識を習得させるこ

とを目標とする。 

   ① 高齢者に対する交通安全教育を効果的なものとするため、教

材・教具等の充実に努めるとともに、           

          参加・体験・実践型の交通安全教育を積極的に促

進する。 

   ② 関係機関、ボランティア団体、福祉関係者等と連携して、高

齢者の交通安全教室等を開催するとともに、高齢者に対する社

会教育活動・福祉活動、各種の催し等の多様な機会を活用した

交通安全教育を促進する。 

   ③ 高齢者の事故実態に応じた具体的な指導と併せて、反射材の

活用等交通安全用品の普及に努める。 

④ 家庭において適切な助言等が行われるよう、家庭の交通安

全意識の高揚や家庭の中での話し合いによる交通安全普及啓

発の促進に努める。 

   ⑤ 適正検査の充実等 
    高齢運転者の交通事故の状況を詳細に分析するなどして、適正

検査の充実方策の見直し、検討を行う。 
 

（２）交通安全に関する普及啓発活動の推進 

  ア 交通安全運動の推進 

    市民一人ひとりに広く交通安全思想の普及・浸透を図り、交通

ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、

市民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進す

諸活動を推進するとともに、関係機関・団体における実践活動

を促進する。 

  カ 高齢者に対する交通安全教育 

    高齢者に対する交通安全教育は、加齢に伴う身体機能の変化が

歩行者又は運転者としての交通行動に及ぼす影響を理解させる

とともに、道路及び交通の状況に応じて安全に道路を通行するた

めに必要な実践的技能及び交通ルール等の知識を習得させるこ

とを目標とする。 

   ① 高齢者に対する交通安全教育を効果的なものとするため、教

材・教具等の充実に努めるとともに、歩行シミュレーター等の

活用等による参加・体験・実践型の交通安全教育を積極的に促

進する。 

   ② 関係機関、ボランティア団体、福祉関係者等と連携して、高

齢者の交通安全教室等を開催するとともに、高齢者に対する社

会教育活動・福祉活動、各種の催し等の多様な機会を活用した

交通安全教育を促進する。 

   ③ 高齢者の事故実態に応じた具体的な指導と併せて、反射材の

活用等交通安全用品の普及に努める。 

   ④ 家庭において適切な助言等が行われるよう、家庭の交通安全

意識の高揚や家庭の中での話し合いによる交通安全普及啓発

の促進に努める。 

   ⑤ 適正検査の充実等 
    高齢運転者の交通事故の状況を詳細に分析するなどして、適正

検査の充実方策の見直し、検討を行う。 
 

（２）交通安全に関する普及啓発活動の推進 

  ア 交通安全運動の推進 

    市民一人ひとりに広く交通安全思想の普及・浸透を図り、交通

ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、

市民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た字句修正 
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るため、                      本市交

通安全対策協議会等の構成機関・団体が相互に連携して、交通安

全運動を組織的・継続的に展開する。 

    交通安全運動の実施に当たっては、事前に、運動の趣旨、実施

期間、重点目標を広く住民に周知し、住民が参加できる交通安全

運動の充実・発展に努める。 

    特に、交通死亡事故の多発時等の緊急時においては、「交通死

亡事故多発警報、交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令し、市、

警察及び関係機関・団体が連携、協力し、総合的かつ集中的な取

り組みを実施する。 

 （挿入） 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                

るため、市民交通安全の日（仮称）を定めることを検討するなど、

本市交通安全対策協議会等の構成機関・団体が相互に連携して、

交通安全運動を組織的・継続的に展開する。 

    交通安全運動の実施に当たっては、事前に、運動の趣旨、実施

期間、重点目標を広く住民に周知し、住民が参加できる交通安全

運動の充実・発展に努める。 

    特に、交通死亡事故の多発時等の緊急時においては、「交通死

亡事故多発警報、交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令し、市、

警察及び関係機関・団体が連携、協力し、総合的かつ集中的な取

り組みを実施する。 

  イ 自転車の安全利用の推進 

    「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例（平成１９年

京都府条例第５０号）」に基づき、自転車に関する事故の防止、

自転車の秩序ある利用の推進及び自転車を安全かつ快適に利用

できる環境の形成に努める。 

自転車が道路を通行する場合は、車両としてのルールを遵守す

るとともに交通マナーを実践しなければならないことを周知す

るとともに、自転車乗用中の交通事故や自転車による迷惑行為を

防止するため、歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正し

い乗り方に関する普及啓発の強化を図る。特に、自転車の歩道通

行時におけるルールについての周知・徹底を図る。 

自転車も、加害者となる側面を有しており、自転車利用者には、

交通に参加する者としての十分な自覚・責任が求められることか

ら、そうした意識の啓発を図る。 

薄暮の時間帯から夜間にかけて自転車の重大事故が多発する

傾向にあることを踏まえ、自転車の前照灯等の早めの点灯の推

奨、自転車の側面等への反射材の取付けを促進するほか、携帯電

話やイヤホン、ヘッドホンを使用しながらの運転をしないなどの

遵守事項が徹底されるよう広報・啓発等を実施する。 

① 自転車の点検整備の促進 

市→市独自の推進項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正（２次計画の

同節内「オ その他の普及

啓発活動の推進の③」

(P38)からの移記あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし
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  イ          シートベルト及びチャイルドシートの正

しい着用の徹底等 

 自動車乗車中の死亡事故において、シートベルト非着用者が高

い比率を占めていることから、シートベルト及びチャイルドシー

トの効果及び正しい着用方法についての理解を促し、正しい着用

の徹底、又後部座席におけるシートベルトの着用についてもその

促進を図る。 

    このため、「府域一斉シートベルト・チャイルドシート着用推

進街頭啓発活動」等を通じて、関係機関・団体等と連携して普

及啓発活動を展開し、シートベルト      等の着用推進

を図              る。 

 交通安全教育、街頭啓発、自転車販売時等の機会を通じて、

自転車利用者が定期的に点検整備を受ける気運を醸成する。 

② 自転車損害保険等の普及の促進 

 自転車事故による被害者の救済に資するため、ＴＳマーク付

帯保険（運営：財団法人日本交通管理技術協会）、自動車保険

及び一般の傷害保険並びに火災保険等に付帯される保険など

自転車損害保険等の普及に努める。 

③ 乗車用ヘルメットの着用促進 

 「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」及び「京

都府自転車安全利用促進計画」に基づき、自転車に同乗する幼

児すべてに乗車用ヘルメットの着用がなされるよう、幼児が同

乗中の自転車の危険性や事故実態について幼稚園等と連携し

た保護者向け広報・啓発を推進するとともに、街頭においては

幼児向け自転車用ヘルメットの着用指導を徹底する。 

 自転車に乗車する児童についても、積極的に乗車用ヘルメッ

トの着用促進を図るとともに、ＳＧマーク（運営：財団法人製

品安全協会）の表示のある乗車用ヘルメットの普及を促進す

る。 

 

  ウ 全ての座席におけるシートベルト及びチャイルドシートの正

しい着用の徹底等 

    自動車乗車中の死亡事故において、シートベルト非着用者が高

い比率を占めていることから、シートベルト及びチャイルドシー

トの効果及び正しい着用方法についての理解を求め、全ての座席

におけるシートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹

底を図る。 

このため、「府域一斉シートベルト・チャイルドシート着用推

進街頭啓発活動」等を通じて、関係機関・団体等と連携して普及

啓発活動を展開し、シートベルト・チャイルドシートの着用推進

を図り、正しい着用の普及啓発に努める。 

た内容に修正 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正（２次計画の

同節内「オ その他の普及

啓 発 活 動 の 推 進 の ④ 」

（P38）からの移記あり） 

 

 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容（２次計画「第１節

の２の（２）」(P16)及び「３

安全運転の確保 ウ」（P40）

から統合・整理あり） 

府→道路交通法の改正に

よる字句修正 

 

 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 
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特に、子育て支援の一環として実施しているチャイルドシート

の購入費補助制度も有効に活用して、子どもを乗車中の事故から

保護するため、チャイルドシートの正しい着用の徹底と普及啓発

に努める。 

 （挿入） 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 （挿入） 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

                                
  ウ 走行中の携帯電話の使用及びカーナビゲーション装置等の画

像の注視の危険性に関する広報啓発 

    交通安全運動等の機会を捉え、走行中の携帯電話の使用及びカ

ーナビゲーション装置等の画像の注視の危険性について、具体的

な事故事例等を紹介するなどして周知徹底を図る。 

  エ 交通の安全に関する広報の推進 

    市民一人ひとりの交通安全に対する関心と意識を高め、交通ル

ールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるため、交通の

                                
                                
                                
              
  エ 反射材用品の普及促進 

 薄暮の時間帯から夜間における視認性を高め、歩行者及び自転

車利用者の事故防止に効果が期待できる反射材用品や自発光式

ライト等の普及を図るため、各種広報媒体を活用して積極的な広

報啓発を推進する。 

反射材用品等は、歩行中の交通事故死者数の中で占める割合が

高い高齢者に対しては、特にその普及の促進を図る。また、衣服

や靴、鞄等の身の回り品への反射材用品の組み込みを推奨する。

オ 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 

 飲酒運転は、重大交通事故に直結する極めて悪質・危険な犯罪

である。この悲惨な交通事故の要因となる飲酒運転の根絶を図る

ため、飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知

するための交通安全教育や広報啓発を引き続き推進するととも

に、交通ボランティアや安全運転管理者、酒類製造・販売業者、

酒類提供飲食店、駐車場関係者等と連携してハンドルキーパー運

動の普及啓発に努めるなど、地域、職域等における飲酒運転根絶

の取組を更に進め、「飲酒運転をしない、させない」という市民

の規範意識の確立を図る。 

  カ 走行中の携帯電話の使用及びカーナビゲーション装置等の画

像の注視の危険性に関する広報啓発 

    交通安全運動等の機会を捉え、走行中の携帯電話の使用及びカ

ーナビゲーション装置等の画像の注視の危険性について、具体的

な事故事例等を紹介するなどして周知徹底を図る。 

  キ 交通の安全に関する広報の推進 

    市民一人ひとりの交通安全に対する関心と意識を高め、交通ル

ールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるため、交通の

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正（２次計画の

同節内「オ その他の普及

啓発活動の推進の②」

(P38)からの移記あり） 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正 
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安全に関する広報について、関係機関、団体等との緊密な連携の

下、広報紙「きょうたんご」                等

の広報媒体を活用して、交通事故等の実態を踏まえた広報、日常

生活に密着した内容の広報等実効の上がる広報活動を推進する。

  オ その他の普及啓発活動の推進 

   ① 高齢者の交通事故を防止するため、他の年齢層に高齢者の特

性についての理解を求めるとともに、高齢運転者標識（高齢者

マーク）を取り付けた自動車への保護意識の高揚を図る。 

② 薄暮の時間帯から夜間にかけて重大事故が多発する傾向に

あることから、歩行者、自転車利用者の事故防止に効果的な、

ドライバーから視認性の高い服装を着用し、反射材を活用する

気運の醸成を図るとともに、自転車の灯火の点灯の徹底及び自

転車の側面等への反射材の取り付けを促進するなど夜間の事

故防止を図る。 

③ 自転車利用者の交通マナーの向上を図り、自転車乗用中の交

通事故や自転車による迷惑行為を防止するため、歩行者に配慮

した通行等自転車の正しい乗り方に関する普及啓発活動を推

進する。 

④ 幼児が同乗中の自転車の危険性や事故実態について広報啓

発を推進するとともに、幼児向け自転車用ヘルメットの使用を

積極的に促進する。 

 

（３）交通の安全に関する民間団体の主体的活動の推進等 

    民間団体における指導者養成や啓発行事等の交通安全活動に

対し、支援並びに交通安全活動に必要な資料、情報の提供を行い、

交通安全運動に自主的に取り組む体制の整備を促す。 

また、地域団体、事業所については、それぞれの立場に応じた

交通安全活動が効果的かつ積極的に行われるよう、全国交通安全

運動や交通事故防止府民運動等の機会を利用して協力を依頼す

る。 

安全に関する広報について、関係機関、団体等との緊密な連携の

下、広報紙、ケーブルテレビ、ラジオ、新聞、インターネット等

の広報媒体を活用して、交通事故等の実態を踏まえた広報、日常

生活に密着した内容の広報等実効の上がる広報活動を推進する。

  ク その他の普及啓発活動の推進 

   ① 高齢者の交通事故を防止するため、他の年齢層に高齢者の特

性についての理解を求めるとともに、高齢運転者標識（高齢者

マーク）を取り付けた自動車への保護意識の高揚を図る。 

（削除）                          

                             

                             

                             

                             

        

（削除）                         

                             

                             

     

（削除）                         

                             

          

 

（３）交通の安全に関する民間団体の主体的活動の推進等 

    民間団体における指導者養成や啓発行事等の交通安全活動に

対し、支援並びに交通安全活動に必要な資料、情報の提供を行い、

交通安全運動に自主的に取り組む体制の整備を促す。 

また、地域団体、事業所については、それぞれの立場に応じた

交通安全活動が効果的かつ積極的に行われるよう、全国交通安全

運動や交通事故防止府民運動等の機会を利用して協力を依頼す

る。 

 

市→現在の市の実情を背

景とした変更 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正（「２ 交通安

全思想の普及徹底」「（２）

エ」(P37)に移記 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正（「２ 交通安

全思想の普及徹底」「（２）

イ」(P35)に移記・整理 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正（「２ 交通安

全思想の普及徹底」「（２）

イ③」(P36)に移記・整理 
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さらに、交通の安全は、市民一人ひとりの安全意識に支えられ

ていることから、行政と市民の協力・連携による交通安全対策を

推進する。 

 

 （挿入）（４）住民の参加・協働の推進 

                                
                                
                                
                                
                                
                                

                               
 

３ 安全運転の確保 

 

（１）運転者教育等の充実（       ） 

安全運転を確保するためには、運転者の能力や資質の向上を図

ることが必要であり、このため、安全運転に必要な技能及び知

識を身に付け、安全運転を実践できる運転者を育成するため、

安全意識を醸成する交通安全教育を促進する。 

 

  ア 二輪車安全運転対策の促進 

 二輪車運転者に対する安全教育を充実・強化するため、危険

予測と安全運転、危険箇所の模擬走行体験など、現実の交通に

即した自動二輪車安全運転講習及び原動機付自転車等安全技能

講習の促進に努める。 

  イ 高齢運転者対策の充実 

                 

 高齢運転者の交通事故防止を図るため、高齢者講習の充実及び

更新時講習における高齢者学級の充実に努め、運転適性検査器

さらに、交通の安全は、市民一人ひとりの安全意識に支えられ

ていることから、行政と市民の協力・連携による交通安全対策を

推進する。 

 

（４）住民の参加・協働の推進 

 交通の安全は、住民の安全意識により支えられることから、住

民自らが交通安全に関する意識改革を進めることが重要である。

このため、地域の安心・安全に関わる様々な団体が、交番や駐

在所を核に、警察・行政と連携を取りながら地域の実情に応じた

防犯や交通安全活動等に取り組む「府民協働防犯ステーション」

等を活用して、警察署、保護者、教師、地域等が一体となって交

通安全活動に取り組むよう住民の参加・協働を積極的に進める。

 

３ 安全運転の確保 

 

（１）運転者教育等の充実（表：８－３） 

安全運転を確保するためには、運転者の能力や資質の向上を図

ることが必要であり、このため、運転者のみならず、これから

運転免許を取得しようとする者までを含めた運転者教育等の充

実に努める。特に、今後大幅に増加することが予想される高齢

運転者に対する教育の充実を図る。 

  ア 二輪車安全運転対策の促進 

    二輪車運転者に対する安全教育を充実・強化するため、危険予

測と安全運転、危険箇所の模擬走行体験など、現実の交通に即し

た自動二輪車安全運転講習及び原動機付自転車等安全技能講習

の促進に努める。 

  イ 高齢運転者対策の充実 

① 高齢者に対する教育の充実 

 地域の交通実態に応じた講習内容の充実を図るなど、より

効果的な高齢者講習の実施に努める。 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容（２次計画の「第１

節の２の（９）」(P18）か

ら移記・整理） 

 

 

 

 

 

 

 

市→資料追加 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正 
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材等の活用及び実車の使用による個別安全運転指導の実施を通

じて、高齢者の身体的な機能の変化を踏まえた適切な指導等を

促進する。                       

                                
  ウ シートベルト・チャイルドシート着用及び乗車用ヘルメットの

正しい着用の徹底等 

シートベルト・チャイルドシートの着用及び乗車用ヘルメット

の正しい着用の徹底を図るため、関係機関・団体等と連携し、

各種講習会・交通安全運動・街頭啓発活動等様々な機会を通じ

て、シートベルト・ヘルメット等の着用推進を図る。 

 （挿入） 

                                
                                
                                
                  
 （挿入） 

                                
                                
                                
                                
        
  

（２）安全運転管理の推進 

安全運転管理者及び副安全運転管理者に対する講習を充実し、

資質及び安全意識の向上を図るとともに、事業所内で交通安全が

適切に行われるよう安全運転管理者等への指導や安全運転管理

者等の未選任事業所の一掃を図り、企業内の安全運転管理体制の

充実、安全運転管理業務の徹底を図る。 

 

（３）自動車運送事業者等の行う運行管理の充実 

特に、講習予備検査（認知機能検査）に基づく高齢者講習

においては、検査の結果に基づくきめ細かな教育に努めると

ともに、その実施状況を調査し、検査の判定基準が適正なも

のであるかどうかなどについて検証を行う。 

  （削除）                          

                   

                                

                                

                                

                             

② 運転免許証自主返納制度等の普及促進 

 運転免許証を自主返納した者の支援のため、身分証明書と

なる住民基本台帳カード及び北近畿タンゴ鉄道シルバー全

線定期券の無料交付を行う「高齢者運転免許証自主返納支援

事業」の普及を図ることで、高齢者の公共交通機関利用の促

進を図る。 

③ 高齢運転者標識（高齢者マーク）の活用 

 高齢者に対して、加齢に伴い生ずる身体機能の低下が自動

車の運転に影響を及ぼすおそれがあることを認識させ、運転

時の安全意識を高めるため、高齢者マークの積極的な使用の

促進を図る。 

 

（２）安全運転管理の推進 

安全運転管理者及び副安全運転管理者に対する講習を充実し、

資質及び安全意識の向上を図るとともに、事業所内で交通安全が

適切に行われるよう安全運転管理者等への指導や安全運転管理

者等の未選任事業所の一掃を図り、企業内の安全運転管理体制の

充実、安全運転管理業務の徹底を図る。 

 

（３）自動車運送事業者等の行う運行管理の充実 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正（「２ 交通安

全思想の普及徹底」「（２）

ウ」(P36)に移記・統合 

 

 

市→府の表現を参考に市

独自制度について追記 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容を追記 
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自動車運送事業者等に対して、運行管理の徹底を図るため、過

労運転・過積載の防止等運行の安全を確保するための指導の徹底

を関係機関に要請する。 

 

（４）交通労働災害の防止等 

交通労働災害防止のためのガイドラインの周知徹底を行うと

ともに、事業所における管理体制の確立、適正な労働時間等の管

理、適正な走行管理、運転者に対する健康管理、交通労働災害防

止と安全意識の高揚等の啓発に努める。 

 

（５）道路交通に関  する情報の充実 

  ア 道路交通情報の充実 

    高度化・多様化する道路利用者のニーズに応え、道路利用者に

対し必要な道路交通情報を提供することにより、安全かつ円滑な

道路交通を確保するため、CATV 網ケーブルネットワーク整備等新

たな情報通信技術の活用を図りつつ、道路標識・道路交通情報版

等の既存の情報収集・提供体制の一層の充実を図る。 

  イ 気象情報等の充実 

    道路交通に影響を及ぼす自然現象を的確に把握し、気象警報・

注意報・予報及び津波警報・注意報並びに台風、大雨、地震、津

波、大雪等の現象に関する情報を即時発表及び迅速な伝達に努め

るよう促す。 

 

４ 車両の安全性の確保 

 （挿入） 
                                
                                
                                
                                
                                

自動車運送事業者等に対して、運行管理の徹底を図るため、過

労運転・過積載の防止等運行の安全を確保するための指導の徹底

を関係機関に要請する。 

 

（４）交通労働災害の防止等 

交通労働災害防止のためのガイドラインの周知徹底を行うと

ともに、事業所における管理体制の確立、適正な労働時間等の管

理、適正な走行管理、運転者に対する健康管理、交通労働災害防

止と安全意識の高揚等の啓発に努める。 

 

（５）道路交通に関連する情報の充実 

  ア 道路交通情報の充実 

    高度化・多様化する道路利用者のニーズに応え、道路利用者に

対し必要な道路交通情報を提供することにより、安全かつ円滑な

道路交通を確保するため、CATV 網ケーブルネットワーク整備等新

たな情報通信技術の活用を図りつつ、道路標識・道路交通情報版

等の既存の情報収集・提供体制の一層の充実を図る。 

  イ 気象情報等の充実 

    道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地

震、津波、大雪等の自然                  

     現象に関する情報を即時発表及び迅速な伝達に努め

る    。 

 

４ 車両の安全性の確保 

現在、エレクトロニクス技術の自動車への利用範囲の拡大を始めと

して、自動車に関する技術の進歩は目覚ましく、車両の安全対策とし

て効果が期待できる範囲は確実に拡大していることから、今後車両の

安全対策を拡充強化することが必要である。 

このような認識の下、車両構造に起因するとされる事故について対

策を講ずるとともに、主に運転ミス等の人的要因に起因するとされる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正 

 

 

 

 

市→市の責務の範囲外の

ため府の計画を参考に内

容整理を行った（近畿運輸

局独自分） 
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（１）車両の安全性に関する基準等の改善の推進 

  ア 道路運送車両の保安基準の拡充・強化 

車両の安全対策の基本である自動車の構造・装置等の安全要件

を定める道路運送車両の保安基準が守られるよう関係事業者の

指導の徹底を図る。 

また、事故を未然に防ぐための予防安全対策や万が一事故が発

生した場合において乗員、歩行者等の保護を行う被害軽減対策、

さらには、火災の発生等の二次災害の拡大防止対策等について拡

充・強化を図る。 

 

（２）自動車の検査及び点検整備の充実 

  ア 自動車の検査体制の充実 

    道路運送車両の保安基準の拡充・強化に合わせた検査体制の整

備を推進することにより、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185

号）に基づく新規検査等の自動車検査の確実な実施を図る。 

  イ 自動車点検整備の充実 

   ① 自動車点検整備の充実 

自動車使用者の保守管理意識を高揚し、点検整備の促進を図

るため、自動車点検整備推進運動を関係者の協力の下に展開

するなど、自動車使用者による保守管理の徹底を促進する。 

   ② 不正改造車の排除 

     道路交通に危険を及ぼすなど社会問題となっている暴走族

の不正改造車や過積載を目的とした不正改造車等を排除し、

自動車の安全運行を確保するため、関係機関の支援及び自動

車関係団体の協力の下に「不正改造車を排除する運動」を展

開し、広報活動の推進、関係者への指導等を強化することに

より、不正改造防止について、自動車使用者及び自動車関係

事業者等の認識を高める。  

事故についても、車両構造面からの対策を呼びかけることで、できる

限り交通事故の未然防止を図る。 

 （削除） 

                                
                                
                                
                                
                                

                                

                                

           

 

（削除） 

              
                                
                                
                                
              
              

                                
                                
                                
              
                                
                                

                                
                                
                                
                                

           

 

 

市→市の責務の範囲外の

ため整理を行った（近畿運

輸局独自分） 

 

 

 

 

 

 

 

市→市の責務の範囲外の

ため整理を行った（近畿運

輸局独自分） 
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（３）自転車の安全性の確保 

自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、

自転車利用者に対し、定期的に自転車安全整備店において点検整

備を受けるよう呼びかける。 

また、夜間における交通事故防止を図るため、灯火の取付けの

徹底と反射器材の普及促進を図り、自転車の被視認性の向上を図

る。 

 

５ 道路交通秩序の維持 

                                
                                
                                
                                
                                
                                

                                
                                
         
 

（１）交通の指導取締りの強化等 

道路における危険を防止し、交通の安全と円滑化の確保など道

路交通の秩序を維持するため、交通の指導取締り体制の充実を図

る。 

特に、本市における交通事故は、国道１７８号・国道３１２号・

国道４８２号や府道をはじめ、市内幹線道路で多く発生している

ため、これら交通事故を誘発したり、円滑交通を阻害する要因と

なる飲酒運転、無免許運転、速度超過等の悪質・危険性、迷惑性

の高い違反に重点を置いた交通指導取締りを促進する。 

また、自転車利用者による飲酒、無灯火、二人乗り、信号無視、

 

 （削除） 

                                
                                
                                
                                
                                

   

 

５ 道路交通秩序の維持 

交通ルール無視による交通事故を防止するためには、交通指導取締

り、交通事故事件捜査、暴走族取締り等を通じ、道路交通秩序の維持

を図る必要がある。このため、交通事故実態等を的確に分析し、死亡

事故等重大事故に直結する悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点

を置いた交通指導取締りを推進する。 

また、暴走族対策を強力に推進するため、関係機関・団体が連携し、

地域ぐるみでの暴走族追放気運の高揚に努め、暴走行為をさせない環

境づくりを推進するとともに、取締り体制及び装備資機材の充実強化

を図る。 

 

（１）交通の指導取締りの強化等 

道路における危険を防止し、交通の安全と円滑化の確保など道

路交通の秩序を維持するため、交通の指導取締り体制の充実を図

る。 

特に、本市における交通事故は、国道１７８号・国道３１２号・

国道４８２号や府道をはじめ、市内幹線道路で多く発生している

ため、これら交通事故を誘発したり、円滑交通を阻害する要因と

なる飲酒運転、無免許運転、速度超過等の悪質・危険性、迷惑性

の高い違反に重点を置いた交通指導取締りを促進する。 

また、自転車利用者による飲酒、無灯火、二人乗り、信号無視、

 

市→記載すべき文書位置

整理のため、「第２節 講じ

ようとする施策」の「２の

（２）イ①」(P35)へ移記・

整理 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正。（P17）「（５）

効果的な指導取締りの強

化」より移記・整理あり 
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飲酒、並走、一時不停止等の違反に対し、積極的に指導警告を行

なう。 

  

（２）暴走族対策の強化 

暴走行為等による道路交通の危険や騒音等、市民の安全かつ平

穏な日常生活に重大な影響を与えている暴走族等に対し、「京都

府暴走族等の追放の促進に関する条例」に沿って「暴走族等を許

さない社会環境づくり会」の関係機関・団体等が連携し、効果的

な暴走族対策を促進する。 

  ア 暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年への指

導の充実を図るため、京丹後市交通安全対策協議会の活動を中心

に、自治会や関係団体、車両販売店等の理解と協力を求め、積極

的な広報活動を行うとともに、暴走族問題と青少年の非行等問題

行動との関連性に鑑み、教育委員会、青少年育成団体等と連携し、

家庭、学校、職場、地域等において、青少年が暴走族に加入しな

いよう適切な指導活動を推進する。 

  イ 暴走族等を許さない社会環境づくり 

  暴走族等の集結場所として利用されやすい駐車場等の管理の

徹底を図るとともに、自治会・関係機関・団体等の協力により、

集結や暴走行為をさせないための環境づくりを推進する。 

  ウ 暴走族等に対する指導取締りの強化 

集団暴走行為、爆音・暴走行為等の悪質事犯の検挙・補導、解

散に向けた指導、不正改造車の取締り等の強化を関係機関に強く

要請する。 

  エ 車両の不正改造の防止 

  暴走行為を助長する車両部品の販売自粛を促進するととも

に、整備事業者等に対する指導を強化する。 

また、警察等関係機関と連携して不正改造車両の取締りの強化

と併せて、改造を行った者及び改造車両を使用した者に対する責

任追及を徹底する。 

並走、一時不停止等の違反に対し、積極的に指導警告を行 う。

 

  

（２）暴走族対策の強化 

暴走行為等による道路交通の危険や騒音等、市民の安全かつ平

穏な日常生活に重大な影響を与えている暴走族等に対し、「京都

府暴走族等の追放の促進に関する条例」に沿って「暴走族等を許

さない社会環境づくり会」の関係機関・団体等が連携し、効果的

な暴走族対策を促進する。 

  ア 暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年への指

導の充実を図るため、京丹後市交通安全対策協議会の活動を中心

に、自治会や関係団体、車両販売店等の理解と協力を求め、積極

的な広報活動を行うとともに、暴走族問題と青少年の非行等問題

行動との関連性に鑑み、教育委員会、青少年育成団体等と連携し、

家庭、学校、職場、地域等において、青少年が暴走族に加入しな

いよう適切な指導活動を推進する。 

  イ 暴走族等を許さない社会環境づくり 

  暴走族等の集結場所として利用されやすい駐車場等の管理の

徹底を図るとともに、自治会・関係機関・団体等の協力により、

集結や暴走行為をさせないための環境づくりを推進する。 

  ウ 暴走族等に対する指導取締りの強化 

集団暴走行為、爆音・暴走行為等の悪質事犯の検挙・補導、解

散に向けた指導、不正改造車の取締り等の強化を関係機関に強く

要請する。 

  エ 車両の不正改造の防止 

  暴走行為を助長する車両部品の販売自粛を促進するととも

に、整備事業者等に対する指導を強化する。 

また、警察等関係機関と連携して不正改造車両の取締りの強化

と併せて、改造を行った者及び改造車両を使用した者に対する責

任追及を徹底する。 
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６ 救助・救急体制等の整備（                  

   ） 

 

（１）救助・救急体制の整備 

  ア 救助体制の整備・拡充 

    交通事故に起因する救助・救急活動の増大及び事故の種類・内

容の複雑多様化に対処し、交通事故による負傷者の救命を図る

とともに、被害を最小限に止めるため、救助体制の整備・拡充

を図り、救助活動の円滑な実施に努める。 

  イ 救急事故現場及び搬送途上における応急措置等の充実 

   交通事故に起因する負傷者の救命効果の向上を図るため、救急救

命士の養成・配置等の促進、高規格救急自動車の整備・拡充、一

般の救急隊員の行う応急処置等の充実、救急現場及び搬送途上に

おける医師の指示又は指導・助言の下に救急救命士を含めた救急

隊員による応急措置等の質を確保するメディカルコントロール

体制の充実を図る。 

  ウ 集団救助・救急体制の整備 

    多数の負傷者が発生する大事故に対処するため、関係機関の連

絡体制の整備及び集団救助・救急訓練の実施等、集団救助・救急

体制の整備を促進する。 

また、土砂崩れ等による負傷者の救助体制については、一刻も

早い救急処置を実施するため、事故現場における救出活動に即応

できるよう、重機等を所有する事業所等の協力を得て救出活動を

実施し、負傷者の救命を図るとともに被害を最小限に止める救助

体制の整備を図る。 

  エ 救助・救急設備等の整備              

    救助工作車、救助用資機材、高規格救急自動車、高度救命処置

用資機材等の整備を推進する。 

    また、交通事情等から時間を要する現場や地理的制約がある現

 

６ 救助・救急体制等の整備（資料：表４、表５、表６、表７－１、表

７－２） 

 

（１）救助・救急体制の整備 

  ア 救助体制の整備・拡充 

    交通事故に起因する救助・救急活動の増大及び事故の種類・内

容の複雑多様化に対処し、交通事故による負傷者の救命を図る

とともに、被害を最小限に止めるため、救助体制の整備・拡充

を図り、救助活動の円滑な実施に努める。 

  イ 救急事故現場及び搬送途上における応急措置等の充実 

   交通事故に起因する負傷者の救命効果の向上を図るため、救急救

命士の養成・配置等の促進、高規格救急自動車の整備・拡充、一

般の救急隊員の行う応急処置等の充実、救急現場及び搬送途上に

おける医師の指示又は指導・助言の下に救急救命士を含めた救急

隊員による応急措置等の質を確保するメディカルコントロール

体制の充実を図る。 

  ウ 集団救助・救急体制の整備 

    多数の負傷者が発生する大事故に対処するため、関係機関の連

絡体制の整備及び集団救助・救急訓練の実施等、集団救助・救急

体制の整備を促進する。 

また、土砂崩れ等による負傷者の救助体制については、一刻も

早い救急処置を実施するため、事故現場における救出活動に即応

できるよう、重機等を所有する事業所等の協力を得て救出活動を

実施し、負傷者の救命を図るとともに被害を最小限に止める救助

体制の整備を図る。 

  エ 救助・救急設備等の整備及びドクターヘリ運用の推進 

    救助工作車、救助用資機材、高規格救急自動車、高度救命処置

用資機材等の整備を推進する。 

    また、交通事情等から時間を要する現場や地理的制約がある現

 

市→資料番号移記（２次計

画「第１節の２の（６）よ

り」(P17) 
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場を中心に、緊急性を伴う救急については、京都市消防局と京丹

後市消防本部が協定を結んでいる京都府広域消防相互応援協定

に基づく京都市消防ヘリコプター「あたご」の広域的運用並びに

「株式会社にしがき本社」のヘリポートを救急患者搬送用ヘリコ

プター離発着場として活用し、緊急に高度な治療を要する患者の

搬送を積極的に推進する。 

  オ 救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実 

    救助・救急現場及び搬送途上における応急措置の高度化に対応

する救助・救急隊員の養成と資質の向上を図るため、救急隊員の

実習受入機関である各医療機関及び医師会との連携を密にする

とともに、京都府立消防学校等における教育訓練に積極的に派遣

するなど、教育訓練の充実を図る。 

  カ 救急業務の高度化 

    プレホスピタルケア（救急現場及び搬送途上における応急措

置）の向上のため、高規格救急自動車、高度救命処置用資機材の

整備に努め、救急医療施設における救急救命士の実地訓練など、

教育訓練の充実を一層促進して、救急救命士の資質の向上を図

る。 

  キ 応急手当の普及 

   ① 消防機関、保健所、医療機関その他関係機関団体等が連携し

て、救急の日、救急医療週間等の機会を通じて市民に対する

応急手当の知識及び技術の普及啓発を推進する。 

   ② 自動車教習所における教習や、運転免許の更新時講習等に

おいて応急手当に関する知識・技術の普及に努める。 

③ 学校においては、中学校、高等学校の教科「保健体育」にお

いて止血法や包帯法、心肺蘇生法等の応急手当について指導

の充実を図るとともに、心肺蘇生法の実習        

を含む各種講習会の開催により教員の指導力の向上を図る。 

④                             

       ＡＥＤの市内公共施設の設置促進と使用方法の

場を中心に、関西広域連合で運航実施しているドクターヘリの運

用により、緊急により専門的で高度な治療を要する患者の搬送を

積極的に推進する。また、京都府広域消防相互応援協定に基づい

て、２４時間運用が始まった京都市消防ヘリコプターでの救助活

動や緊急に高度な治療を要する患者の遠隔病院への搬送にも活

用していく。 

  オ 救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実 

    救助・救急現場及び搬送途上における応急措置の高度化に対応

する救助・救急隊員の養成と資質の向上を図るため、救急隊員の

実習受入機関である各医療機関及び医師会との連携を密にする

とともに、京都府立消防学校等における教育訓練に積極的に派遣

するなど、教育訓練の充実を図る。 

  カ 救急業務の高度化 

    プレホスピタルケア（救急現場及び搬送途上における応急措

置）の向上のため、高規格救急自動車、高度救命処置用資機材の

整備に努め、救急医療施設における救急救命士の実地訓練など、

教育訓練の充実を一層促進して、救急救命士の資質の向上を図

る。 

  キ 応急手当の普及 

   ① 消防機関、保健所、医療機関その他関係機関団体等が連携し

て、救急の日、救急医療週間等の機会を通じて市民に対する

応急手当の知識及び技術の普及啓発を推進する。 

   ② 自動車教習所における教習や、運転免許の更新時講習等に

おいて応急手当に関する知識・技術の普及に努める。 

   ③ 学校においては、中学校、高等学校の教科「保健体育」にお

いて止血法や包帯法、心肺蘇生法等の応急手当について指導の

充実を図るとともに、心肺蘇生法の実習やＡＥＤの知識の普及

を含む各種講習会の開催により教員の指導力の向上を図る。 

④ 救命講習会を開催し、ＡＥＤを活用した心肺蘇生法等の応急

手当の普及啓発を行うなど、ＡＥＤの市内公共施設の設置促進

市→府の表現を参考に市

独自性について修正・追記 
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研修充実に努める。 

 

（２）救急医療体制の整備 

                                

               体系的な救急医療体制の整

備・充実を推進するとともに、救急告示医療機関に対して、救急

医療についての積極的な受入れ協力を求めるとともに、 救急医

療体制の向上を図る。 

 

（３）救急関係機関の協力関係の確保等 

  ア 救急医療患者の迅速、円滑な収容体制の確保        

     

    救急医療機関への迅速、円滑な収容を確保するため、救急医療

機関、消防機関等相互の緊密な連携・協力体制の確保を推進する

とともに、救急医療機関については、救急車で搬送されてくる救

急患者の容体を聞き、受け入れるか否かを判断するのではなく、

救急救命の観点から緊急に医療処置を実施する必要があるため、

救急医療機関の受入れ体制の明確化を図る。         

  イ 医療機関と消防機関の効果的な連携体制 

    各医療機関及び関係行政機関との連携協力体制を推進し、救急

医療体制の充実強化を図る。 

 

 

７ 交通事故被害者対策等の充実 

 

（１）無保険（無共済）車両対策の徹底 

自賠責保険（自賠責共済）の期限切れ、掛け忘れ等に注意す

るよう市民に広報し、無保険（無共済）車両の運行防止の徹底

を図る。 

 

と使用方法の研修充実に努める。 

 

（２）救急医療体制の整備 

    京都府が主体となって推進する「健やか長寿の京都ビジョン

（京都府保健医療計画）」に基づく体系的な救急医療体制の整

備・充実に協力するとともに、救急告示医療機関に対して、救

急医療についての積極的な受入れ協力を求め、一体となって救

急医療体制の向上を図る。 

 

（３）救急関係機関の協力関係の確保等 

  ア 救急医療患者の迅速、円滑な収容体制の確保と協力関係の確保

   等 

   救急医療機関への迅速、円滑な収容を確保するため、消防法（昭

和２３年７月２４日法律第１８６号）に基づき平成２２年１２月

に京都府によって「傷病者の搬送及び受け入れに関する実施基

準」が策定され、救命救急の観点から医療圏単位による適切な救

急病院の選定が図れることとなった。これによって一層の救急医

療機関と消防機関等相互の緊密な連携・協力体制の確保を推進す

る。 

また、ドクターヘリについては、関西広域連合による円滑な共

同運航が図られるよう、情報の共有等について、基地病院の公立

豊岡病院を中心に関係機関相互の協力連絡体制を強化する。 

 

７ 交通事故被害者対策等の充実 

 

（１）無保険（無共済）車両対策の徹底 

自賠責保険（自賠責共済）の期限切れ、掛け忘れ等に注意す

るよう市民に広報し、無保険（無共済）車両の運行防止の徹底

を図る。 

 

 

 

 

市→府の表現を参考に市

独自制度について追記 

 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

 

 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正 

 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正 

 

 

市→（P18）「（５）被害者

対策の充実」より整理 
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（２）交通事故被害者対策の充実        

京都府が実施する「交通遺児奨学金等支給事業」を始めとする

各種奨学金制度や自動車事故対策センター   が行う交通遺

児等に対する生活資金貸し付け、重度後遺障害者に対する介護料

の支給等、交通遺児育成基金の行う交通遺児育成のための基金事

業の支援制度などについて広報する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）交通事故被害者対策の充実（資料：表１１） 

京都府が実施する「交通遺児奨学金等支給事業」を始めとする

各種奨学金制度や独立行政法人自動車事故対策機構が行う交通遺

児等に対する生活資金貸し付け、重度後遺障害者に対する介護料の

支給等、交通遺児育成基金の行う交通遺児育成のための基金事業の

支援制度などについて広報する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市→資料番号移記（「第１

節の２の（７）」(P17)より 

市→名称変更による修正 
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第２章 鉄道交通の安全 
 

第１節 鉄道事故の状況と交通安全対策の今後の方向 
 

鉄道における運転事故は、長期的には減少傾向にあるがＪＲ西日本

福知山線列車脱線事故、ＪＲ東日本羽越線列車事故といった重大な運

転事故が発生し、社会的に大きな衝撃を与えた。 
一たび       事故が発生すると利用者の利便に重大な支

障をもたらすばかりでなく、被害が甚大となることを示す結果になっ

た。 
一方で、地方の鉄道において、沿線の過疎化、少子化等により厳し

い経営を強いられている事業者が多い状況である。 
こうした現状を踏まえ、                   

     市民の理解と協力の下、第２節に掲げる諸施策を総合的か

つ強力に促進することにより、鉄道の事故の死者数ゼロ      

            を目指すものとする。 
 
第２節 講じようとする施策 

 

１ 鉄道交通環境の整備 
鉄道施設の点検と整備 
ア 鉄道交通の安全を確保するためには、鉄道線路、運転保安設備

等の鉄道施設について常に高い信頼性を保持し、システム全体と

しての安全性の基礎を構築する必要がある。         
このため、鉄道施設の維持管理等の徹底を図るとともに、運転

保安設備の整備、鉄道構造物の耐震性の強化等を促進し、豪雨等

による土砂崩壊、倒木あるいは落石、なだれ等による施設の被害

を防止するため、線路の防護施設の整備を促進する。 

イ 駅施設等については、高齢者、身体障害者等の安全利用にも十

 
第２章 鉄道交通の安全 

 
第１節 鉄道事故の状況と交通安全対策の今後の方向 
 

鉄道における運転事故は、長期的には減少傾向にあるが、    
                               
                       

一たび列車の衝突や脱線等が発生すると、           
                 多数の死傷者を生じるおそれが

ある。 
一方で、地方の鉄道において、沿線の過疎化、少子化等により厳し

い経営を強いられている事業者が多い状況である。 
こうした状況を踏まえ、運航事業者である北近畿タンゴ鉄道と一体

となって、市民の理解と協力の下、第２節に掲げる諸施策を総合的か

つ強力に促進することにより、乗客・乗員の死者数ゼロの継続及び運

転事故全体の減少をを目指すものとする。 
 
第２節 講じようとする施策 

 

１ 鉄道交通環境の整備 
           
ア 鉄道交通の安全を確保するためには、鉄道線路、運転保安設備

等の鉄道施設について常に高い信頼性を保持し、システム全体と

しての安全性の基礎を構築する必要があるため、鉄道事業者によ

る安全対策の促進を図る。鉄道施設の維持管理及び補修を適切に

実施する。また、多発する自然災害へ対応するために、軌道や路

盤等の集中豪雨等への対策の強化、駅部等の耐震性の強化等を推

進する。 
イ 駅施設等については、高齢者、身体障害者等の安全利用にも十

 

 

 

 

 

市→時間経過に併せた字

句修正 

 

府→府の計画を基本とし

た字句修正 

 

 

 

市→第三セクター鉄道であ

るＫＴＲの行う事業への支援 

府→府の計画を基本とし

た字句修正 

 

 

 

 

府→府の計画を基本とし

た字句修正 

 

府→府の計画を基本とし

た字句修正 
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分配慮し、段差の解消、転落防止設備等の整備によるバリアフ

リー化を推進するとともに、プラットホームからの転落事故を

防止するため、必要に応じ適切な安全対策の推進を図る。 
 

２ 運転保安設備の整備 
ＪＲ西日本福知山線脱線事故を受け、緊急整備計画に基づく急曲線

における速度超過防止用ＡＴＳ等の設置を平成１９年度までに完了

するなど、運転保安設備の整備・充実を促進する。 
 

３ 鉄道構造物の耐震性の強化 
平成１６年１０月に発生した新潟県中越地震の被害状況を考慮の

上、耐震対策が必要な橋梁やトンネルについては、平成２２年度まで

に耐震補強を完了するよう鉄道構造物の耐震性の強化を促進する。 
 
 （挿入） 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
４ 鉄道の安全な運行の確保 
 列車の運行管理の改善及び駅員等の資質の向上 
列車事故又は災害が発生した場合に、鉄道事業者に対し、ダイヤの

乱れ、事故の発生等の際、列車の運行状況を的確に把握し緊急連絡、

迅速な応急復旧による運行の確保、応急輸送体制の充実等、迅速かつ

適切な措置を講じるよう運行管理の改善を促進するとともに、駅員等

に対しては、乗客への親切な情報提供、適切な対応に努めることがで

きるよう資質の向上と指導を促進する。 

分配慮し、段差の解消、転落防止設備等の整備によるバリアフリ

ー化を推進する                      

     。 
 
 （削除） 
                                
                                
                         
 
２ 鉄道構造物の耐震性の強化 

                             
耐震対策が必要な橋梁やトンネルについては、         
           鉄道構造物の耐震性の強化を促進する。 

 
３ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

鉄道事故の約８０％を占める踏切障害事故と人身障害事故の多

くは、鉄道利用者や踏切通行者、鉄道沿線住民等が関係するもので

あることから、これらの事故の防止には、鉄道事業者による安全対

策に加えて、利用者等の理解と協力が必要である。このため、鉄道

事業者との連携の下、安全に関する知識を利用者等に的確に提供す

るため、鉄道の安全に関する正しい知識の普及を促進する。 
 

４ 鉄道の安全な運行の確保 
 列車の運行管理の改善及び駅員等の資質の向上 
列車事故又は災害が発生した場合に、鉄道事業者に対し、ダイヤの

乱れ、事故の発生等の際、列車の運行状況を的確に把握し緊急連絡、

迅速な応急復旧による運行の確保、応急輸送体制の充実等、迅速か

つ適切な措置を講じるよう運行管理の改善を促進するとともに、駅

員等に対しては、乗客への親切な情報提供、適切な対応に努めるこ

とができるよう資質の向上と指導を促進する。 

 

府→府の計画を基本とし

た字句修正 

 

市→KTRが整備工事を既に

完了しているため削除 

 

 

 

 

府→時間経過及び府の計

画を基本とした内容に修

正 

 

府→府の計画を基本とし

た内容に修正 
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第３章 踏切道における交通の安全 
 

第１節 踏切事故の状況と交通安全対策の今後の方向（   

 ） 

 
北近畿タンゴ鉄道宮津線の踏切事故は、平成１６年度中に３件発生

し、死亡者数２人、負傷者数０人、列車遅延本数１８本、影響予想人

員約６９０人で、平成１７年度中の発生件数は０件、死傷者数は０人

であった。 
このような踏切事故の減少は、踏切道の改良等の安全対策の積極的

な推進によるところが大きいと考えられるが、北近畿タンゴ鉄道宮津

線の市域における踏切道は４８箇所あり、なお改良すべき踏切道が残

されている現状にある。 
このため、踏切事故の重大性に鑑み、引き続き、踏切道の立体交差

化、構造の改良、踏切保安設備の整備、交通規制の実施、統廃合の促

進その他の踏切道における交通の安全と円滑化を図るための措置を

総合的かつ積極的に促進することにより、踏切事故を防止することと

する。 
また、施設面の整備と併せて、踏切道通行者の安全意識の向上を図

るため、安全教育、広報啓発活動についても積極的に推進する。 
さらに、自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、

事故の発生状況等を勘案して必要に応じ、障害物検知装置、オーバー

ハング型警報装置、大型遮断装置等、より事故防止効果の高い踏切保

安設備の整備を促進する。 
 
第２節 講じようとする施策 

 

１ 踏切道の立体交差化及び構造の改良の促進 

バイパス等道路の新設・改築に当たっては、極力立体交差化を促進

 
第３章 踏切道における交通の安全 

 
第１節 踏切事故の状況と交通安全対策の今後の方向（資料：

表９） 

 
踏切事故は、長期的には減少傾向にある一方で、市内における北近

畿タンゴ鉄道宮津線の踏切事故は、平成２２年度こそ０件であった

が、踏切事故は重大な事故となるものであり、施設面の整備と併せて、

踏切道通行者の安全意識の向上を図るため、安全教育、広報啓発活動

についても積極的に推進する。 
                                
                                
                                
                                
                                
                                

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                  
 
第２節 講じようとする施策 

 

１ 踏切道の立体交差化及び構造の改良の促進 

バイパス等道路の新設・改築に当たっては、極力立体交差化を促進
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する。 

また、自動車が通行する踏切道で、幅員が接続する道路の幅員より

も狭いものや踏切道の舗装が悪いもの等については、構造改良を促進

する。 

 

２ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施（      ） 

踏切遮断機の整備された踏切道は事故発生率が低いことから、踏切

道の利用状況、踏切道の幅員、交通規制の実施状況等を勘案し、踏切

遮断機の整備を促進するとともに、自動車通行禁止等の交通規制の実

施・見直しを促進する。 

 

３ 踏切道の統廃合の促進 

踏切道の立体交差化、構造改良等の事業の実施に併せて、近接踏切

道の統廃合を進めるとともに、これら以外の踏切道についても、その

利用状況、迂回路の状況等を勘案し、地域住民の通行に特に支障を及

ぼさないと認められるものについて、統廃合を促進する。 

 

４ その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 

 

踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じて、踏

切道予告標の設置を進めるとともに、関係機関との連携の下に車両等

の踏切通行時の違反行為に対する交通指導・取締り等を促進する。 

また、踏切事故の原因は、自動車等の直前横断、無謀運行、運転操作の

誤りなど道路通行側に起因するものが多いことに鑑み、関係機関・団体

等の連携による「踏切事故防止キャンペーン」を実施するなどして、自

動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対して、安全意識の向上及び踏

切支障時における非常ボタンの操作や発炎筒の操作等の緊急措置の周

知徹底を図るための広報活動等を促進する。 
 
 

する。 

また、自動車が通行する踏切道で、幅員が接続する道路の幅員より

も狭いものや踏切道の舗装が悪いもの等については、構造改良を促進

する。 

 

２ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施（資料：表１０） 

踏切遮断機の整備された踏切道は事故発生率が低いことから、踏切

道の利用状況、踏切道の幅員、交通規制の実施状況等を勘案し、踏切

遮断機の整備を促進するとともに、自動車通行禁止等の交通規制の実

施・見直しを促進する。 

 

３ 踏切道の統廃合の促進 

踏切道の立体交差化、構造改良等の事業の実施に併せて、近接踏切

道の統廃合を進めるとともに、これら以外の踏切道についても、その

利用状況、迂回路の状況等を勘案し、地域住民の通行に特に支障を及

ぼさないと認められるものについて、統廃合を促進する。 

 

４ その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 

 

踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じて、踏

切道予告標の設置を進めるとともに、関係機関との連携の下に車両等

の踏切通行時の違反行為に対する交通指導・取締り等を促進する。 

また、踏切事故の原因は、自動車等の直前横断、無謀運行、運転操作の

誤りなど道路通行側に起因するものが多いことに鑑み、関係機関・団体

等の連携による「踏切事故防止キャンペーン」を実施するなどして、自

動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対して、安全意識の向上及び踏

切支障時における非常ボタンの操作や発炎筒の操作等の緊急措置の周

知徹底を図るための広報活動等を促進する。 
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第４章 海上交通の安全 

 
第１節 海上事故等のない社会を目指して 
 
１ 京丹後市の沿岸海域を巡る現状（資料：表１２） 

日本海に面する我が市の沿岸海域には、京都府の管轄する１港湾及

び１漁港と本市が管轄する１２の漁港があり、住民の暮らしを支える

漁業活動が活発に行われ、加えて、マリンレジャーも活発に行われて

いる海上交通状況にある。 
                              
                              
     
このような中、海上       事故      が発生すれ

ば、我が市の産業活動に影響を及ぼす可能性があるほか、尊い人命を

失うことにもつながりかねないことから、海上事故の発生を未然に防

止することを第一とし、海上事故が発生した場合には、第八管区海上

保安本部をはじめ、漁業協同組合、日本水難救済会マリンレスキュー

網野救難所等の協力も得ながら、乗船者等の迅速かつ的確な捜索救

助・救急活動を行うなど、海上事故等のない社会を目指した海上交通

の安全対策を推進する必要がある。 
 

２ 第八管区海上保安本部における船舶事故の発生状況 
第八管区海上保安本部における平成１７年の船舶事故の特徴は、次

のとおりとなっている。 
（１）用途別船舶海上事故隻数 

我が市沿岸海域を管轄する第八管区海上保安部における平成

１７年の海上事故の発生状況は、船舶隻数１６５隻で、前年より

２隻増加している。 
用途別に見ると、プレジャーボート６２隻、漁船６０隻、遊漁

 

第４章 海上交通の安全 
 

第１節 海難等のない社会を目指して 
 
１ 京丹後市の沿岸海域を巡る現状（資料：表１２） 

日本海に面する本市 の沿岸海域には、京都府の管轄する１港湾及

び１漁港と本市が管轄する１２の漁港があり、住民の暮らしを支える

漁業活動が活発に行われ、加えて、マリンレジャーも活発     
である。 
また近年では、漁船を遊覧船として使用する観光的事業も実施され

ており、本市の沿岸海域には多数の船が海上を航行している状況にあ

る。 
このような中、海上における船舶の事故である船舶海難が発生すれ

ば、尊い人命を失う危険性が高いことはもちろん、本市の産業活動に

影響を及ぼす可能性もある ことから、船舶海難の発生を未然に防止

することを第一とし、船舶海難が発生した場合には、第八管区海上保

安本部をはじめ、漁業協同組合、日本水難救済会マリンレスキュー網

野救難所等の協力も得ながら、乗船者等の迅速かつ的確な捜索救助・

救急活動を行うなど、船舶海難等のない社会を目指した海上交通の安

全対策を推進する必要がある。 
 

２ 第八管区海上保安本部における船舶海難の発生状況 
第八管区海上保安本部における平成２２年の船舶海難の特徴は、次

のとおりとなっている。 
（１）用途別船舶海難  隻数 

本市 沿岸海域を管轄する第八管区海上保安部における平成

２２年の船舶海難の発生状況は、船舶隻数１４５隻で、前年より

３隻増加している。 
用途別に見ると、プレジャーボート７１隻、漁船４８隻、遊漁

 

 

 

市→交通安全基本計画及

び第八管区海上保安本部

の表現変更（海上事故→海

難に改める。以下、字句修

正）、字句修正（本市） 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

市→現在の状況に見合っ

た内容へ変更 

 

市→「海難」への字句修正 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

市→「海難」への字句修正 

 

 

市→「海難」への字句修正 

 

 

市→「海難」への字句修正 

市→年修正、「海難」への

字句修正 

市→「海難」への字句修正 

市→字句修正 

市→年修正、数値修正、「海

難」への字句修正 

市→数値修正 
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船２５隻、貨物船７隻、タンカー３隻、旅客船３隻、その他５隻

となっている。 
ア プレジャーボート事故の特徴 

プレジャーボート  ６２隻について見ると、機関故障２１隻

とバッテリー過放電や燃料欠乏等による運航阻害は１１隻で約

５割を占めており、その内の約７割が機関の「整備不良」や「取

扱不注意」によるものとされている。 
イ 漁船事故の特徴 

漁船  ６０隻について見ると、衝突２２隻と乗揚げ４隻で約

４割を占めており、その内の約８割が「見張り不十分」や「居眠

り」によるものとされている。 
 

（２）海上事故に伴う死亡・行方不明者数 
海上事故に伴う死亡・行方不明者数は４人で、前年に比べ１４

人減少している。 
用途別に見ると、プレジャーボートによるものが１人、漁船に

よるものが３人となっている。 
ア プレジャーボートの海難に伴う死亡・行方不明者の内訳 

プレジャーボートに伴う死亡・行方不明者については、遊漁船

と衝突し海中転落により溺死したものが１隻１人となっている。

イ 漁船に伴う死亡・行方不明者の内訳 
漁船に伴う死亡・行方不明者については、高波や船体整備不良

により転覆したものが２隻３人となっている。 
 

３ 交通安全基本計画における目標 
【数値目標】海上事故発生数ゼロ 死者・行方不明者ゼロ 

 
  市民の理解と協力の下、第２節に掲げる諸施策を総合的かつ強力に

促進することにより、平成２２年度までの年間の海上事故による死

者・行方不明者数をゼロ人とすることを目指す。 

船１５隻、貨物船６隻、タンカー２隻、旅客船１隻、その他２隻

となった。 
ア プレジャーボート海難の特徴 

プレジャーボート海難７１隻について見ると、機関故障２１隻

とバッテリー過放電や燃料欠乏等による運航阻害は１０隻で約

４割を占めており、その内の約５割が機関の「整備不良」や「取

扱不注意」による。 
イ 漁船海難の特徴 

漁船海難４８隻について見ると、衝突１１隻と乗揚げ４隻で約

４割を占めており、その内の約８割が「見張り不十分」や「居眠

り」による        。 
 

（２）船舶海難に伴う死亡・行方不明者数 
船舶海難に伴う死亡・行方不明者数は１人で、前年に比べ７人

減少した。なお、京丹後市海域においては０人であった。（※）

用途は漁船によるものであり、気象海象不注意により転覆した

ものが１隻１人となった  。 
                              

                            

                             
                   

                            

               
 

３ 交通安全計画における目標 
【数値目標】船舶海難発生数ゼロ 死者・行方不明者ゼロ（京丹

後市海域） 
  市民の理解と協力の下、第２節に掲げる諸施策を総合的かつ強力に

促進することにより、平成２７年度までの年間の船舶海難による死

者・行方不明者数をゼロ人とすることを目指す。 

市→数値修正 

市→字句修正 

市→「海難」への字句修正 

市→「海難」への字句修正 

市→数値修正 

市→数値修正 

 

市→「海難」への字句修正 

市→「海難」への字句修正、

数値修正 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

市→「海難」への字句修正 

市→字句・数値修正 

市→本市海域の死亡・行方

不明者の記載、文書を解り

やすくするための字句修

正・記載表現の修正 

市→欄外（※）京丹後市海域にお

ける船舶海難の死亡・行方不明者

数については、特別に舞鶴海上保

安本部に協力いただき、本市海域

内における当該人数を記載した

ものです。 

 

市→「海難」への字句修正、

海域の指定 

 

市→年度・字句修正 
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第２節 講じようとする施策 
 
1 海上交通の安全に関する知識の普及 

海上交通の安全を図るためには、海事関係者のみならず、旅客、マ

リンレジャー愛好者である市民一人ひとりの事故防止に関する意識

を高める必要がある。そのため、         あらゆる機会を

通じて海上事故防止      思想の普及に努める。 
 

2 小型船舶等の安全対策の促進 
小型船舶等による海上事故は、  事故全体の大半を占め、その防

止を図るためには、マリンレジャー愛好者、漁業関係者の安全意識を

高めることに加え、安全に運航できる環境の整備及び救助体制の強化

が必要不可欠である。 
そのため、小型船だまり、マリーナ等の整備を促進するとともに、

救命胴衣の着用の推進、ヘリコプターの活用等による救助体制の強化

を促進する。 
                              

                                

                                

                               

         
 
3 漁船の安全対策の促進 

漁船  の事故は、見張り不十分等の運航の過誤や機関取扱不良と

いった人為的要因によるものが大半を占めていることから、漁業協同

組合等に対し出漁前の整備点検、見張りの励行、気象情報の的確な把

握など漁船の安全対策の強化を促進する。 
 
 

 
第２節 講じようとする施策 
 
1 海上交通の安全に関する知識の普及 

海上交通の安全を図るためには、海事関係者のみならず、旅客、マ

リンレジャー愛好者     一人ひとりの海難防止に関する意識

を高める必要がある。そのため、関係機関と協力してあらゆる機会を

通じて  海難防止の意識啓発や知識の普及に努める。 
 

2 小型船舶等の安全対策の促進 
小型船舶等による海難  は、船舶海難全体の大半を占め、その防

止を図るためには、マリンレジャー愛好者、漁業関係者の安全意識を

高めることに加え、安全に運航できる環境の整備及び救助体制の強化

が必要不可欠である。 
  また、小型船だまり、マリーナ等の整備を促進するとともに、

救命胴衣の着用の推進、ヘリコプターの活用等による救助体制の強化

を促進する。 
更に、プレジャーボート等小型船舶が本市内の河川・港湾等の公共

の水域に放置や無許可で係留されており、漁船の航行や災害時の安全

面等で問題が生じる恐れがあることから、河川や港湾の管理者である

京都府等の関係機関と協力し、取り締まり強化などの不法係留の対策

強化を促進する。 
 

3 漁船の安全対策の促進 
漁船による海難は、見張り不十分等の運航の過誤や機関取扱不良と

いった人為的要因によるものが大半を占めていることから、漁業協同

組合等に対し出漁前の整備点検、見張りの励行、気象情報の的確な把

握など漁船の安全対策の履行を要請する。 
 
 

 

 

 

 

 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正、「海難」

への字句修正、文書を解り

やすくするための字句修

正 

市→「海難」への字句修正 

 

 

 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 

 

市→現在の本市の状況に

即して追記。 

 

 

 

 

 

市→「海難」への字句修正 

 

 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正 
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4 プレジャーボート等の安全対策の促進 
プレジャーボート等の事故を防止するためには、マリンレジャー愛

好者自らが安全意識を持つことが重要であるため、プレジャーボート

等の安全対策の強化を促進する。また、港湾や海水浴場におけるプレ

ジャーボート等の暴走行為等の禁止などを規定した条例制定につい

て検討する。 

4 水上オートバイの安全対策の促進 
    水上オートバイの事故を防止するためには、マリンレジャー愛

好者自らが安全意識を持つことが重要であるため、  水上オートバ

イの安全対策の強化を促進する。また、港湾や海水浴場における

水上オートバイの暴走行為等の禁止などを規定した条例制定につい

て検討する。 

市→文書を解りやすくす

るための字句修正（プレジ

ャーボート等は小型船舶

全般を指すため、より具体

的な一般名詞とした） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


